
十
河一
存
の
畿
内
活
動
と
三
好
権
力

は
じ
め
に

応

仁

・

文

明

の

乱

後
、

織

田

信

長

の

登

場

ま

で

畿

内

は

混

迷

を

き

わ

め
、

権

力

ら

し

い

権

力

の

成

立

を

み

な

か

っ

た

と

い

う

囲

定

観

念

を

払

拭

し

た

の

は

、

①

 

今

谷

明

氏

の

一

連

の

研

究

で

あ

る

。

以

後
、

今

谷

説

を

土

台

に

戦

国

期

畿内

政

②

 

治

史

研

究

は

め

ぎ

ま

し

く

進

展

し

た

。

そ

し

て

近

年
、

か

つ

て

今

谷

氏

の

取

り

上

げ

た

細

川

氏

や

三

好

氏

を
、

再

び

主

な

検

討

対

象

と

し

て
、

め

ざ

ま

し

く

研

③

 

究

が

裸

化

し

て

き

て

い

る

。

そ

の

大

筋

は
、

細

川

権

力

の

克

服

な

い

し

は

権

限

委

譲

に

よ

っ

て

三

好

権

力

が

成

立

し
、

の

ち

の

統

一

権

力

へ

と

連

続

し

て

い

く
、

と

い

っ

た

も

の

で

あ

る

。

た

だ

し
、

右

の

よ

う

な

近

年

の

成

果

は

、

先

行

す

る

三

好

権

力

研

究

に

細

川

権

力

研

究

が

応

じ

る

形

で

も

た

ら

さ

れ

た

。

そ

の

た

め
、

現

状

で

は

三

好

権

力

研

究

が
、

後

発

の

細

川

権

力

研

究

の

成

果

を

ふ

ま

え

ら

れ

て

い

な

い

ま

ま

と

な

っ

て

い

る

。

そ

こ

で

、

一

二

好

権

力

に

つ

い

て

再

考

す

べ

く
、

本

稿

で

は

コ
一

好

氏

一

族

で

あ

る

十

河

一

存

に

焦

点

を

当

て

る

。

十

河

一

存

は

、

三

好

長

慶

の

三

弟

で

あ

り
、

讃

岐

国

人

十

河

氏

に

養

子

入

り

十河一
存の畿内活動と一一一好権力

阿

部

伯

匡

し

て

兄

長

慶

を

支

え

た

人

物

と

し

て

知

ら

れ

る

。

だ

が
、

一

存

に

つ

い

て

の

研

究

蓄

積

は

決

し

て

豊

富

で

は

な

く
、

専

論

と

し

て

は

天

野

中釜宇

氏

の

研

究

が

唯

@

 

一

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

。

天

野

氏

に

よ

れ

ば
、

一

存

は

讃

岐

圏

内

の

本

拠

周

辺

の

領

主

を

編

成

し

家

中

を

形

成

し

た

も

の

の

、

讃

岐

全

体

の

国

人

編

成

に

は

至

ら

な

か

っ

た

と

い

う
。

讃

岐

を

含

む

四

国

東

部

の

領

主

編

成

は
、

阿

波

に

い

た

長

塵

長

弟

の

実

休

が

行

い

、

「

十

河

氏

は

「

阿

波

三

好

家

」

配

下

の

領

主

で

あ

り

続

け

る

が
、

一

存

は

長

慶

よ

り

和

長

松

浦

氏

の

後

見

を

命

じ

ら

れ
、

⑤

 

「

三

好

本

宗

家

」

の

広

域

支

配

の

一

環

に

位

置

づ

け

ら

れ

た

」

と

す

る

。

天

野

氏

は
一

ニ

好

権

力

を
、

長

慶

・

実

休

を

頂

点

と

す

る

ふ

た

つ

の

権

力

か

ら

な

る

と

捉

え
、

こ

れ

ら

を

そ

れ

ぞ

れ

「

三

好

本

宗

家
」

・

「

阿

法

三

好

家
」

と

規

定

し

た

。

し

た

が

っ

て
、

天

野

氏

の

理

解

に

よ

る

な

ら

ば
、

一

存

は

長

慶

・

実

休

の

権

力

に

両

属

し

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

そ

の

一

方

で

、

天

野

氏

は

同

時

に

「

三

好

本

宗

家
」

と

「

阿

波

コ
一

好

家
」

は

完

全

に

独

立

し

た

権

力

と

し
、

支

配

地

域

や

被

官

の

所

属

を

共

有

し

な

い

こ

と

も

述

べ

て

い

旬
。

こ

の

理

解

は

、

天

野

氏

自

身

が

指

摘

し

た

一

存

の

両

属

性

を

う

ま

く

組

み

込

め

て

い

な

い

。

堺

を

重

要

視

し
、

摂

津

・

河

内

に

本

拠

。
九



①

 

を
置い
てい
た
三
好
権
力に
とっ
て 、
和
泉に
進
出
し
た一
存の
存
在は
大
き

かっ
た
は
ずで
あ
る 。
ま
た 、
コ一
好
権
力が
長
慶・
実
休・
安
宅
冬
康・一
存

ら
四
兄
弟の
会
談に
よっ
て
意
思
決
定を
図っ
てい
た
こ
と
も
指
摘
さ
れてい

⑥

 

る 。
すな
わ
ち 、
当
該
期
畿
内に
お
ける一
存の
果た
し
た
役
割は
注
目
に
値

する
が 、
現
状の一
存へ
の
評
価に
は
再
検
討の
余地
が
あ
る
とい
え
る 。

き
ら
に 、
長
慶
ら
他の
兄
弟で
な
く一

存を
対
象と
する
の
に
は
理
由が
あ

る 。
詳
細は
本
論に
譲る
が 、
一
存は
細
川
氏や
三
好
氏の
み
で
な
く

他の
勢

力と
の
繋が
りを
重
視
し 、
そ
れ
を
基
幹と
し
て
活
動
し
てい
た 。
こ
の
こ
と

は 、
現
在の
細
川・コ一
好
両
氏の
研
究
が
陥
りが
ちと
なっ
てい
る
問
題の
解

決に
資
する
と
考え
てい
る 。
その
問
題と
は 、
細
川
権
力研
究に
おい
て
は

内
衆の
分
析へ
の
傾
倒で
あ
り 、
三
好
権
力研
究に
おい
て
は 、
細
川
権
力の

存在を
看
過
し
た
構
造
分
析で
あ
る 。
ど
ち
ら
も
根
源
的に
は 、
そ
れ
ぞ
れの

権
力
内
部の
分
析に
注
力
する
あ
ま
り 、

権
力に
影
響を
与え
うる
外
的
環
境

へ
の
目
配
りが

不
十
分で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
考え
る 。
既
存の
細
川
権
力・

三
好
権
力とい
う
枠
組
み
だ
けで
は
規
定で
き
ない
事
例が
あ
る
こ
と
を 、
十

河一
存の
活
動や
十
河
氏の
位
置づ
けにつ
い
て
改め
て
分
析
する
こ
と
で
示

し
たい 。

1 

細
川
氏
綱
被
官
と
し
て
の
一

存

一
存は 、
京
都・
淀・
天
王
寺・
堺といっ
た
畿
内の
都
市
や
その
周
辺に

経
清基
盤
を
求め 、
進
出
し
ていっ
た
こ
と
が 、
他の
兄
弟と
異な
る
特
徴と

し
て
指
摘
さ
れ
てい
旬 。
そこ
で 、
一
存の
畿
内
進
出 、
すな
わ
ち
押
領
行
為

。

一
存の
地
位や
活
動の
背
景を
検
討
する 。

天
文一
人
年(一
五
四九)
一
二
月 、
京
都三
条
御
蔵
町
に
お
ける
地
子
銭

が
芳
松
軒に
「
仰
付」
け
ら
れた
と
し
て 、
芥
川
常
信が
同
町に
納
入
を
命じ

⑪

 

た 。
こ
れ
に
対し
鹿
王
院が
同
町
領主
と
し
て
抗
議
する
と 、
同
族と
思
し
き

芥
川
清正
が
鹿
王
院に
対し 、
芳
松
軒に
与え
ら
れた
の
は
「
仁
木
殿
分」
で

あっ
て 、
鹿王
院
分につ
い
て
芳
松
軒は
関
知し
てい
ない
と
返
答
し旬 。
天

文一
人
年は 、
細
川
氏
綱
方が
敵
対
する
細
川
晴
元
権
力を
崩
壊さ
せ
た
年で

⑫

 

あ
り 、
「
仁
木
殿
分」
は
こ
れ
に
伴っ
て
没
落
し
てい
た 。
さ
ら
に
同
時
期 、

⑬

 

芥
川
清正
は
氏
綱の
もと
で
段
米賦
課に
携わっ
て
お
り 、
芳
松
軒へ
の
「
仰

付」
も
氏
網に
よ
る
もの
と
考え
ら
れる 。
よっ
て 、
芥
川
氏・
芳
松
軒は
氏

綱
配
下で
あ
り 、
御
蔵
町
地
子
銭賦
課は
氏
綱
方に
よ
る
晴
元
方
知
行の
関
所

化ない
しは
押
領と
み
る
の
が
妥
当で
あろ
う 。

こ
の
よ
うな
芳
松
軒
ら
の
動
き
を
う
け 、
翌一
九
年正
月に
は二一
好
長
縁(長

逸)
か
ら
次の
よ
うな
書
状
が
出
さ
れた 。

【
史
料
J
(傍線筆者 、
以下同 。)

下
京三
条
之
内
鹿玉
院
領地
子
鏡
事 、
号-
仁
木
殿
分一
芳
松
軒
違
乱
処 、

{
芥川精出品

鮮
寺
家一
芥
河
方へ
注
進
候 、
然
処
美
作
守
方ニ
被ニ
申
付一 、
鹿
王
院
領

違
乱
無レ
之
由 、
放
状
被レ
出
候 、
然
処
寄-
事
於
左
右一 、
百
姓
等
拘司
置

Ill111Illi---』
』降慢随γIll111Illli-
-

之一
由 、
不レ
可レ
然
候 、
彼
御
寺
之
儀
者
筑
前
守
寺
奉
行
之
儀
候 、
早々

手
当
知
行
之
旨一 、
可レ
有一一
寺
納一
候 、
恐々
謹
言 、

三
好
日
向
守

回時一僻(花押)

を
通
して 、

〔天文一九年}
正
月
廿
日



当
院百

姓
中

芳
松
軒
の
行
為
は
違
乱
で
あ
り 、
滑
正
の
放
状
が
出
さ
れ
た
と
し
て 、
百
姓

中
へ
寺
納
を
命
令
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。
ま
た 、
こ
の
時
傍
線
部
「
彼
御

寺
之
儀
者佐

一暗号寸
奉
行
之
儀
候」
と
あ
る 。
同
時
期
に
「
寺
奉
行」
と
い
う

地
位
に
長
慶
が
就い
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
た
め 、
こ
れ
は
奉
行
職
の

意
で
は
な
く 、

長
慶
が
裁
許
を
取
り
仕
切っ
た
(
奉
行
し
た)
と
い
う
動
調
的

解
釈
が
適
当で
あ
ろ
う 。
と
こ
ろ
が 、
長
慶
の
裁
決
後
聞
も
な
い
同一
九
年
五

月 、
今
度
は
十
河一
存
か
ら
同
所
百
姓
中
に
次
の
よ
う
な
害
状
が
発
給
さ
れ 、

状
況
に
変
化
が
生
じ
る 。

【
史

料一d

〔町av

城
州
内
室
町
伊
賀
仁
木
殿
屋
敷
月
地
子
御
蔵
口
半
町
奥
二
十
丈
之
事 、
従=

(細川氏綱)

(額

基)

御
屋
形
棟一
芳
松
軒
被一
両
付一
候 、
然
者
代
官
職
石
田
大
蔵
大
夫
方
へ
預

被レ
申
由
候
問 、
年
貢
諸
公
事
物
等 、
如ニ
先
一々
全
動
所-
肝
要
候 、
謹

言 、

十
河

A天p
-恥千
八
日

三
条
御
蔵
町

百
姓
中

こ
の
史

料
か
ら 、
御
蔵
町
の
地
子
銭
は
「
御
屋
形
様」
(
氏
綱)
よ
り
芳
松

軒
に
与
え
ら
れ
た
た
め 、
代
官
の
石
田
頼
長
方
に
納
入
す
る
よ
う
通
達
さ
れ
て

⑮

 

い
る
の
が
わ
か
る 。
頼
長
は
氏
綱
の
取
次
で
あ
り 、
氏
綱
方
は
地
子
銭
徴
収
を

存

十
河一
存の
畿
内
活動と一一一
好
権力

徹
底
す
る
意
志
を
み
せ
て
い
る 。
さ
ら
に
二
ヶ
月
後
の
七
月
に
は 、
長
慶
か
ら

も
次
の
よ
う
な
命
令
が
下
る 。

【
史

料一ヰ】瓦民ノ
七
月
士一
日
候
哉 、
如レ
此
案 、
戊
十一
月
廿
六
日
時
分 、
芳
松

軒
三
条へ
返
付
候」

伊
賀
仁
木
殿
御
屋
敷
内
三
条
北
御
倉
町
壱
町
月
地
子
銭
事 、
任一一
御
書
旨一 、

芳
松
軒
下
代へ
可ニ
其
沙
汰一
者
也 、

一
好長

慶糊

〔天主一九年}
七
月
十
二
日

当
所
百
姓
中

御
蔵
町
の
地
子
銭
は
「
任=
御
書
旨一」
せ
て
「
芳
松
軒
下
代」
(
頼
長)
に

納
入
すべ
き
だ
と
い
う 。
端
裏
書
の
記
載
を
信
じ
る
な
ら
ば
年
次
は
天
文一
四

年
で
あ
り 、
そ
の
場
合
長
慶
の
上
位
者
H

「
御
書」
の
主
体
は
晴
元
と
な
る
が 、

こ
れ
は
誤
り
と
考
え
ら
れ
る 。
な
ぜ
な
ら 、
第一
に
は
端
裏
書
に
記
載
さ
れ
る

年
次
は
「
候
哉」
と
あ
る
通
り

推
測
で
あ
り 、

確
証
が
な
い 。
ま
た
第
二
の
理

由
は 、
長
慶
の
名
乗
り
で
あ
る 。
長
慶
は
天
文一
五
年
二一
月
六
日
ま
で
は「
孫

一寸
郎」
と
名
乗っ
て
お旬 、
遅
く
と
も
翌
年
正
月
二
六
日
ま
で
に
「
筑
前
守」

に
改
め
て
い
拘 o
実
名
に
つ
い
て
も 、
同
時
期
に
そ
れ
ま
で
の
「
範
長」
か
ら

「
長
慶」
に
改
め
た
と
思
わ
れ
る
た
め 、
天
文一
四
年
の
「
長
慶」
書
状
と
は

考
え
が
た
い 。
し
た
がっ
て
【
史

料一一一】
は一
連
の
御
蔵
町
地
子
銭
問
題
と
同

一
案
件
で
あ
り 、
天
文一
九
年
と
考
え
ら
れ
る 。
こ
の
段
階
の
長
慶
は
す
で
に

晴
元
方
か
ら
氏
綱
方
に
転
じ
て
い
る
た
め 、
「
御
書」
は
晴
元
で
は
な
く

氏
網



の
命令
と
考
え
る
の
が
妥
当で
あ
る 。

こ
の
「
御
書」
に
よ
っ
て 、
長
慶
の
「
寺
奉
行」
(【
史

料一】)
が
覆
さ
れ

た
形
と
なっ
た 。
し
か
し 、
こ
れ
に
鹿
王
院
側
一が
再
び
抗
議
す
る句 、
同一
九

@

 

年
二一
月
に
なっ
て
長
塵
は
芳
松
軒
に
「
御
違
乱」
停
止
を
要
請
し
た 。

大
ま
か
な
流
れ
と
し
て 、
ま
ず
長
慶
は
自
ら
の
「
寺
奉
行」
の
結
果
芳
松
軒

の
行
為
を
「
違
乱」
と
し 、
寺
納
命
令
を
下
し
た
も
の
の 、
氏
網
の
「
御
書」

が
出
る
と
裁
決
を
覆
し
て
い
る 。
し
か
し 、
そ
の
後
に
鹿
王
院
が
再
び
訴
え
る

と 、
長
慶
は
当
初
の
裁
決
に
立
ち
戻
り
氏
綱
方
芳
松
軒
の
「
御
違
乱」
を
抑
止

し
ょ、っと
し
て
い
る 。

以
上
の一
連
の
流
れ
に
お
い
て
注
目
し
た
い
点
は
ふ
た
つ
で
あ
る 。
ひ
と
つ

は 、
長
慶
の
裁
決
に
氏
綱
の
命令
が
優
越
し
た
こ
と 、
す
な
わ
ち
氏
綱
が
長
慶

の
上
位
者
と
し
て
主
体
性
を
持っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る 。
氏
網
が
長
慶
の
健
偏

で
は
な
かっ
た
と
い
う
指
摘
は 、
す
で
に
下
川
雅
弘・
馬
部
隆
弘
両
氏
に
よ
っ

@

 

て
な
さ
れ
て
い
る 。
御
蔵
町
地
子
銭
に
つ
い
て
も 、
ま
さ
し
く
同
様
の
現
象
と

理
解
で
き
よ
う 。
現
に 、
長
慶
は
芳
松
軒へ
の
書
状
に
て
「
御
違
乱」
「
御
競

望」
の
停
止
を
要
請
し
て
い
る
よ
う
に 、
自
身
の
被
官
で
は
あ
り
え
な
い
尊
敬

表
現
を
多
用
し
て
い
る 。
芳
松
軒
は
氏
網
被
官
と
し
て
長
慶
と
同
格
以
上
の
存

在
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る 。

も
う
ひ
と
つ
は 、
氏
網
と
い
う
上
位
者
を
差
し
置
い
て
長
慶
に
訴
え
が
寄
せ

ら
れ 、
か
つ
長
慶
が
最
終
的
に
は
訴
え
に
応
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る 。
馬
部
氏

は 、
氏
網
の
主
体
性
を
認
め
つ
つ
も 、
天
文一
八
年
の
氏
綱
方
に
よ
る
段
米
賦

課
に
際
し
て 、
そ
の
免
除
に
つ
い
て
の
期
待
が
氏
綱
で
は
な
く
長
慶
に
寄
せ
ら

れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る 。
馬
部
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に 、
東
寺
領
土

久
世
庄
の
段
米
免
除
要
求
の
際 、
も
と
足
利
義維
奉
行
人
で
長
慶
方
の
斎
藤
基

@

 

速
は 、
東
寺
に
対
し
「
自ニ
長
慶一
被レ
申
て
も
不レ
可レ
立
候 、
氏
綱
へ
漣
之
儀

ニ
此一
儀
も
壁一
異
義一
様ニ
と 、
先
日
之
以ニ
取
次一
被レ
仰
可レ
然
候」
と
述句 、

長
慶
方
が
氏
網
権
力
か
ら
逸
脱
し
て
ま
で
要
求
に
応
え
よ
う
と
し
な
かっ
た
こ

と
が
わ
か
る 。
鹿
王
院
の
訴
え
に
も 、
こ
の
よ
う
に
氏
綱へ
掛
け
合
う
よ
う
促

し
た
か 、
そ
う
で
な
け
れ
ば
却
下
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る 。
事
実 、
い

っ
た
ん
は
氏
綱
の
「
御
書」
に
従っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も 、
長
崖
の
姿
勢
は
明

白
で
あ
る 。
し
か
し 、
最
終
的
に
は
氏
綱
の
「
御
書」
に
反
し
て
鹿
王
院
の
訴

え
を
採っ
た 。
こ
こ
に 、
鹿
王
院
か
ら
の
要
求
を
長
慶
が
認
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
状
況
を
み
る
こ
と
が
で
き
る 。

長
慶
の
立
場
に
加
え
て
注
目
し
た
い
の
は 、
【
史

料
二】
に
み
え
る一
存
の

存
在
で
あ
る 。
長
慶
と
同
様
「
御
屋
形
様」
(
氏
綱)
の
意
向
に
従
う
存
在
で

あっ
た
こ
と
が
わ
か
り 、
こ
の
時
点
の
氏
綱
権
力
内
に
お
け
る一
存
の
地
位
が

長
慶
と
書
札
上
同
格
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る 。
た
だ
し 、

【
史

料
二】
と

【
史

料一二】
は
同
じ
く

御
蔵
町
を
対
象
と
は
し
て
い
る
も
の
の 、
お
そ
ら
く
同

一
案
件
で
は
な
い 。
な
ぜ
な
ら 、
対
象
の
地
子
銭
が一
存
の
【
史

料
二】
で
は

「
御此日平
町
奥二
十
丈」
と
なっ
て
い
る
の
に
対
し 、
長
慶
の
【
史

料=一】
は

「
御
倉
町
壱
町」
と 、
微
妙
に
異
なっ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。
納
入
先
は
と
も

に
芳
松
軒
と
し
て
い
る
た
め 、
両
者
の
所
属
陣
営
は
異
な
ら
な
い 。
一
存・
長

慶
は 、
互
い
の
近
似
行
動
を
知っ
て
い
た
か
は
と
も
か
く 、
別
々
に
氏
綱
の
意

を
う
け
る
形
で
地
子
銭
納
入
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う 。



そ

う考え
る
と 、
い
くつ
か
の
疑
問
点
が
氷
解
す
る 。
そ
の
最
た
る
も
の
は 、

長
慶
の
「
寺
奉
行」
に
関
わ
る
史

料
に一
存
が
全
く

登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
る 。

こ
の
こ
と
は 、
地
子
銭
賦
課
の
経
緯
が
詳
述
さ
れ
た 、
鹿
王
院
側
と
思
し
き
人

@
 

物
の
書
状
案
に
特
に
顕
著
で
あ
る 。
こ
の
書
状
は 、
放
状
を
氏
綱
方
の
芥
川
清

正
が
出
し
た
こ
と
や 、
そ
う
で
あ
る
の
に
長
慶
が
七
月一
二
日
の
折
紙
に
既
述

の
「
仁
木
殿
分」
と
記
し
た
こ
と
な
ど 、
一
連
の
流
れ
が
き
わ
め
て
正
確
に
記

載
さ
れ
て
い
る 。
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
こ
の
書
状
で
は一
存
の
存
在
に
つ
い
て

一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い 。
長
慶・
一
存
の
賦
課
が
同一
線
上
の
行
為
で
あ
る

な
ら
ば 、
少
々

不自
然
で
あ
る 。
逆
に
同一
案
件
で
あ
る
か
ら
こ
そ
長
慶
の
存

在
に一
存
が
隠
れ
て
し
まっ
て
い
る
と
い
う
反
論
を
想
定
す
る
な
ら
ば 、
同
内

容
の
長
慶
書
状
と一
存
書
状
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
が
不
可
解
で
あ

る
と
い
え
よ
う 。
両
書
状
が
別
の
案
件
を
扱っ
て
い
れ
ば 、
こ
の
疑
問
は
発
生

し
な
い 。

ま
た 、
【
史

料
二】
か
ら
【
史

料二一】
の
発
給
ま
で
ニ
ヶ
月
聞
が
空
く
と
い

う
疑
問
も
あ
る 。
こ
れ
ら
が
同一
案
件
で
あ
れ
ば
い
さ
さ
か
悠
長
す
ぎ
る
が 、

別
件
だ
と
す
る
な
ら
ば
何
ら
不
自
然
で
は
な
い 。

こ
の
段
階
で一
存
が
氏
綱
被
官
と
し
て
長
慶
と
書
札
上
同
格
で
あ
り 、
長
慶

と
は
全
く
別
に
氏
綱
の
命
を
仰
ぐ

存
在
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
以
上 、
先
に

触
れ
た
「
三
好
本
宗
家」
「
阿
波
三
好
家」
の
枠
組
み
に一
存
が
包
摂
さ
れ
る

⑧

 

と
い
う
天
野
氏
の
理
解
は 、
や
は
り
問
題
を
は
ら
む
と
考
え
ら
れ
よ
う 。
す
る

と 、
氏
綱
権
力
内
に
お
け
る一
存
の
あ
り
方
も 、
長
慶
と
は
別
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る 。
次
に
こ
の
点
を
考
え
た
い 。

十
河一
存の
畿
内
活動と一一一
好
権力

【
史

料
二】
と
同
年
の
天
文一
九
年一
O
月 、
一
存
は
「
城
州
竹
田
三
ヶ
庄

諸
入
組」
の
年
貢
を
拘
え
置
く
よ
う当
所
に
命
じ 、「
近
目
差
上
仁
体
可一一
申
付一」

し
と
し均 。
そ
の
「
仁
体」
に
つ
い
て 、
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
の
が
次
の

史
官 料
蒋 主
恩@Z

尚
々
申
候 、
十
河
方
折
紙
案
進レ
之
候 、
可レ
有-
h仰
披
見-
候 、
彼

下
代
之
人
数
回
人
候 、
矢
野
山
城
守・
三
谷
喜
介・
岡か僻鼎常・

窪甘ん伊附骨 、
此
四
人
下
代ニ
て
候 、
為ニ
御
意
得一
申
候 、
子レ

今
様
体
之
曲 、
重
而
可レ
申
候 、

A山櫨固紀静溜)

態
以ニ
御
折
紙

白人
候 、
侃
竹
田
三
ヶ
庄
諸
入
組
十
河
方
落
取
候 、
然
者

『山院冨記伊廓V

御
院
領
金
松名
内
彼
領
堺
之
下
地ニ
違
乱
申
候 、
此
方
在
所へ
咋
日
来 、

閥均)

〔檀責}

其
口
入
組
之
事
申
候 、
令一
詣
積一
候 、

乍レ
然
御
院
領
之
儀
者、
白一
最
前一

無=
別
儀一
候 、
殊
更
領
内
に
て
無=
櫛
座一
候
由
候 、
口
翻
候 、
雄レ
然
有

名
無
実
令レ
申
様
候
問 、
先
為ニ
御
案
内一
注
進
・申
候 、
不レ
致一
承
引一
之
曲 、

重
而
自レ
是
注
進
可レ
申
候 、
恐
々
謹
言 、

〔天主十九年}
十
月
晦
日

自ニ
伏
見一等

偉(
花
押)

鹿
王
院

侍
真
禅
師

右
は
同
月に
鹿
王
院へ
出
さ
れ
た
伏
見
蔵
光
庵
等
偉
の
書
状
で
あ
る 。
追
而

舎
を
み
る
と 、
一
存
の
言
う
「
近
日
差
上
仁
体」
と
は
矢
野
山
城
守・
三
谷
喜

介・
岡
重
長・
窪
存
重
の
四
人
の
下
代
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。
だ
が 、
一
存

一
一一一



の
拘
置
命
令
や
下
代
派
遣
は
鹿
玉
院
側
か
ら
は
「
落
取」 、
す
な
わ
ち
押
領
と

認
識
さ
れ
て
い
た 。
十
河
方
は
隣
接
地
の
鹿
玉
院
領
を
押
領
す
る
意
図
は
な
い

と
説
明
し
た
ら
し
い
が 、
「
有
名
無
実
令レ
申
様
候」
と
あ
る
通
り
等
偉
は
信
用

し
て
い
な
い 。

同
年一一一
月
の
鹿
玉
院
宛
等
偉
書
状
で
は 、
前
年
に
氏
綱
被
官
の
多
羅
尾
綱

@

 

知
が
段
米
を
賦
課
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る 。
同
書
状
か
ら
は 、
竹
田コ一
ヶ
庄

へ
の
十
河
方
違
乱
の
件
に
つ
い
て
は
「
方々
へ
使
入
候
問 、
在
所ニ
用
心
候
て 、

一
向
人
を
不レ
入
候 、
先
可レ
為ニ
御
延
引-
候
哉」
と 、
事
実
上
拒
絶
す
る
意
向

が
み
て
と
れ
る 。
詳
細
は
不
明
だ
が 、
「
御
延
引」
と
あ
る
こ
と
か
ら 、
十
河

方
は
等
偉
の
警
戒
し
た
通
り

何
か
し
ら
の
要
求
を
行っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る 。

多
羅
尾
方
の
段
米
が
礼
銭
を
支
払っ
て
免
除
さ
れ
た
こ
と
と
比
べ
布 、
対
応
が

あ
ま
り
に
異
な
る
と
い
え
よ
う 。

鹿
王
院
側
が一
存
の
押
領
行
為
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
を
加
味
す
る
と 、
一

存
に
よ
る
御
蔵
町
の
地
子
銭
賦
課
も
押
領
目
的
で
あっ
た
と
考
え
ら
れ
る 。
命

令
主
体
を
「
御
屋
形
様」
と
し
て
い
た
よ
う
に 、
一
存
は
氏
綱
被
官
と
し
て
の

立
場
を
利
用
し
て
畿
内
に
お
け
る
経
請
基
盤
を
確
保
し
よ
う
と
し
た 。
天
文一

八
年
か
ら
同
二
二
年
に
か
け
て 、
氏
綱
方
に
よ
る
段
米・
棟
別
銭
賦
課
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
乗
じ
た
の
で
あ
ろ
う 。
し
か
し
鹿
王
院の
対
応
に
み
ら
れ
る

よ
う
に 、
領
主
側
は一
存
の
押
領
を
氏
網
権
力
の
動
き
と
は
区
別
し 、
拒
絶
し

た 。
そ
し
て 、
領
主
側
か
ら
の
反
発
は一
存
で
も
上
位
者
の
氏
網
で
も
な
く 、

長
慶
に
集
中
し
て
い
く
よ
う
に
な
る 。

囚

2 

一

存
の
畿
内
進
出
の
動
機

次
に 、
一
存
が
押
領
行
為
に
及
ん
だ
理
由
に
つ
い
て 、
具
体
的
に
検
討
し
て

、a宅
内》
Lv
，e、一

存
の
押
領
は
先
述
の
通
り
畿内
各
所
に
及
ぶ
も
の
の 、
先
行
研
究
に
お
い

て
そ
の
理
由
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い 。
だ
が 、
一
存
に
は
他
の
兄
弟
に
は
な
い 、

畿内
で
権
益
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
理
由
が
あっ
た
は
ず
で
あ
る 。

【
史

料均】
A+)

{一
存V

去
月
廿
七
日
砥
河
城事 、
十
河
孫
六
郎
令=
乱
入一 、
当
番
者
共

討コ捕
之一 、

即
令ニ
在
城一
由 、
注
進
到
来 、
言
語
道
断
次
第
候 、
十
河
儀
者、
依レ
有下

背=
下
知一
子
細上 、
以
前
成
敗
儀
申
出
候
処 、
剰
如レ
此
動
不レ
及=
是
非一

候 、
所
詮
退
治
事 、
成二
下
知-
上
者、
安
富
筑
後
守
相
談 、
可レ
抽一
忌
節一

〈量也四)

候 、
猶
茨
木
伊
賀
守
可レ
申
候
也 、
恐
々 、

(主主十六年凪前)

(銅山叫

八
月
廿
八
日

晴
元(
花
押)

殖
田
次
郎
左
衛
門
尉
と
の
へ

@

 

一
存
の
居
城
と
し
て
知
ら
れ
る
十
河
城
で
あ
る
が 、
右
の
晴
元
書
状
に
よ
る

と一
存
が
「
乱
入」
し
て
在
番
の
晴
元
配
下
を
捕
縛
し 、
占
拠
し
て
い
る
と
い

う 。
つ
ま
り 、
当
時
十
河
域
は
晴
元
の
支
配
下
に
あっ
て 、
一
存
は
そ
れ
を
実

力
で
奪
取
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
一
存
は、
天
文一
七
年
(一
五
四
人)

に
比
定
さ
れ
る
八
月一
八
日
付
の
晴
元
書
状
で
は
す
で
に「
十
河
民
部
大
夫
殿」

と
記
さ
れ
て
い
る
た
句 、
「
孫
六
郎」
表
記
の
【
史

料
五】
の
年
次
は
天
文一

六
年
以
前
と
判
明
す
る 。
ま
た 、
そ
の
書
状
は
晴
元
が
長
慶
と
敵
対
し
た
際 、



一
存へ
援
助
を
要
請
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る 。
害
状
に
は一
存
が
晴
元
の

援
助
要
請
に
応
じ
た
こ
と 、
恩
賞
に
つ
い
て
は
「
以一一
別
紙一
本
知
申会
候」
と

の
こ
と
が
記
さ
れ
る 。
事
実 、
一
存
は
天
文一
七
年一
O
月
二
八
日
に
晴
元
陣

@

 

営へ
加
わ
っ
て 、
一
時
的
に
兄
長
慶
と
は
立
場
を
異
に
し
て
お
り 、
本
知
回
復

を
切
望
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る 。

よ
っ
て
【
史

料
五】
と
併
せ
る
と 、
一
存
は
強
大
な
軍
事
力
を
有
し
て
い
た

も
の
の 、
本
国
讃
岐
に
お
け
る
地
盤
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あっ
た
と
推
測
さ

れ
る 。
讃
岐
に
は
京
兆
家
守
護
代
家
の
香
川・
安
富
両
氏
や
殖
田
氏
の
よ
う
に 、

⑥

 

晴
元
に
属
す
る
勢
力
が
根
強
く

存
在
し
て
い
た 。
そ
の
た
め 、
一
存
は
新
た
な

基
盤
を
求
め
て
畿
内
に
進
出
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る 。

ま
た 、
一
存
の
経
済
基
盤
確
保
は
押
領
行
為
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い 。
以

下
に
み
て
い
く
よ
う
に 、
礼
銭
授
受
も一

存
の
大
き
な
財
源
と
なっ
て
い
た
と

み
ら
れ
る 。@

 

【
史

料
六】

東
寺
井
遍
照
心
院
同
境
内
陣
取
之
儀 、
相
除
之
由一
存
被レ
申
候 、
則
以ニ

折
紙-
可レ
被レ
申
候
へ
共 、
被二
罷
下一
候
之
条 、
急
度
相
調
可レ
進レ
之
候 、

向
後
各
珊
別
儀
有
閑
敷
候 、
恐
々
謹
言 、

岡
七
郎
兵
衛
尉重

長
(
花
押)

十
月
廿一
日

福
家
加
賀
守

長
顕(
花
押)

両
寺

十
河一
存の
畿
内
活動と一一一
好
権力

御
雑
掌
中

こ
の
史

料
の
年
次
比
定
は 、
刊
本
の
「
東
寺
百
合
文
書』
や
『
戦
国
遺
文
三

好
氏
編」
で
は
永
禄
元
年
(一
五
五
人)
と
さ
れ
て
い
た 。
し
か
し 、
以
下
述

べ
る
よ
う
に
天
文一
九
年
の
年
次
が
付
さ
れ
た
岡
本
祐
清
の
書
状
や【
史

料
七】

が
こ
の
件
と
対
応
す
る
た
め 、
正
し
い

年次
は
天
文一
九
年
と
判
明
す
る 。

一
存
の
鹿
王
院
領
違
乱
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
天
文一
九
年一
O
月一
二
日 、
一

存
被
官
と
さ
れ
る
岡
重
長・
福
家
長
顕
に
よ
っ
て
陣
取
免
除
の一
存
の
意
が
伝

達
さ
れ
た 。
こ
の
陣
取
免
除
か
ら
は 、
前
年
の
江
口
の
戦
い
に
よ
っ
て
氏
綱
方

に
京
都
を
逐
わ
れ
た
晴
元
と
将
軍
足
利
義
輝
が
再
起
を
か
け
て
京
都
周
辺
で
軍

事
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る 、
一
存
を
含
め
た
氏
綱
方
の
軍
事
展

開
が
う
か
が
え
る 。
こ
の
陣
取
免
除
に
際
し 、
一
存
は
東
寺
か
ら
多
額
の
礼
銭

を
受
け
取っ
て
い
る 。
交
渉
過
程
は
史

料
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
で
き

る
の
で 、
以
下
流
れ
を
追っ
て
み
た
い 。

【
史

料
大】
の
陣
取
免
除
と
同
日
に 、
そ
の
連
署
状
の
発
給
者
の一
人
で
あ

る
栢
家
長
顕
が 、
岡
本
祐
清へ
害
状
を
送っ
て
い
る 。
内
容
は
「
御
礼
物コ一
千

(時定命RV

疋
事 、
更ニ
被レ
成=
御
調
二
藤
林
方へ
可レ
有一-
御
渡一
候」 、
つ
ま
り

礼
銭
三

@

 

千
疋
の
追
加
要
求
で
あっ
た 。
更
な
る
礼
銭
の
要
求
を
み
る
に 、
こ
れ
以
前
に

陣
取
免
除
の
交
渉
お
よ
び
礼
銭
の
発
生
が
あっ
た
こ
と
は
疑
い
な
い 。
し
か
し 、

残
念
な
が
ら
そ
ち
ら
の
経
過
は
確
認
で
き
ず 、
現
状
明
ら
か
で
な
い 。

続
い
て 、
二
日
後
の一
O
月
二一二
日
に
は一
存
被
官
の
窪
重
長
が
藤
林
時
定

と
思
し
き
人
物
に
対
し 、
東
寺
か
ら
の
「
礼
物」
(H
三
千
疋)
を
明
日
持
つ

⑨

 

て
く
る
よ
う
に
と
指
示
し
て
い
る 。
長
顕
の
要
求
し
た
礼
銭
が 、
祐
清
か
ら
時

五



定
を
通
じ
て
十
河
方へ
渡
さ
れ
る
よ
う交
渉
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。
な
お 、

こ
の
同
日
に
は
大
堀
家
久
も
時
定・
祐
清
に
対
し
て
害
状
を
送っ
て
い
る 。
そ

こ
に
は
「
先
日
於ニ
東
寺一
拙
者
馳
走
申
候」
と
あ
り 、
家
久
が
こ
の
陣
取免
除

に
あ
たっ
て 、
お
そ
ら
く

取
次
な
ど
の
役
目
を
負っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
う
か

が
え句 。
家
久
は
こ
の
書
状
以
外
に
活
動
が
確
認
で
き
な
い
た
め
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が 、
同
日
に
書
状
を
発
給
し
て
い
る
重
長
の
被
官
で
あっ
た
か 、
一
存

被
官
と
し
て
重
長
と
と
も
に
活
動
し
た
と
考
え
て
お
き
た
い 。

き
て 、
肝
心
の
礼
銭
で
あ
る
が 、
ど
う
や
ら
東寺
側
は
工
面
に
苦
労
し
た
ら

Tレ
い 。

【
史
料
切】

就ニ
今
度
十
河
方
江
礼
銭
打
宛
之
儀一 、
舟
貫
文
之
内
六
貫
文
御
寺
家
分
令ニ

不
足-
候 、
然
者
女
御
国
之
内
弐
段
字
号二
五
町
樋一 、
以--
当
座
之
儀一 、

被レ
成-
福
池
却-
御
調
候
問 、
三
ヶ
年
之
内ニ
可レ
被ニ
買
還-
段 、
銭
主ニ

約
諾
仕
候 、
珊
以
不レ
可レ
有-一
相
違一
候 、
然
者
又
如一一
今
度一 、
境
内
被ニ

打
宛一 、
以一一
本
銭一
可レ
被ニ
買
還一
之
旨 、
可三
馳
走一
候 、
何
状
如レ
件

女
御
田
当
代
官

(岡本〉祐
清
(
花
押)

天
文
十
九
年

十一
月
晦
日

hMV
(
花
押)

十
河
方
か
ら
要
求
さ
れ
た
三
千
疋
(
舟
貰)
の
う
ち 、
五
分
の一
に
あ
た
る

六
貫
が
用
意
で
き
ず 、
東
寺
領
女
御
田
の
代
官
を
務
め
る
祐
滑
と
宮
野
浄
忠
は

女
御
田
か
ら
二
段
分
を
枯
却
し
て 、
不
足
分
を
充
当
し
た 。

一
ーιー
ノ、

そ
う
し
て
用
意
さ
れ
た
礼
銭
三
千
疋
は 、
い
っ
た
ん
祐
清
の
手
に
渡旬 、
お

そ
ら
く
取
り
決
め
通
り
藤
林
時
定
を
経
て
窪
重
長
に
届
け
ら
れ 、
陣
取
免
除
に

至っ
た 。

【
史
料
均】

載

さ度
東
寺
之
儀- 、
御
礼
銭
憧
果
申
候 、
得一一
其
意一
候 、
然
者
免
許
候

折
紙
之
義
承
候 、
対-一
東
寺一

氏献
花先
存
分
条
々
候
之
問 、
難レ
調
候 、

其
子
細
を
先
度
陣
取
之
儀
も
悉
可--
打
舵一
覚
悟
候
問 、
拙
者
随
分
馳
走

仕
候 、
当
坐
之
御
礼
物
に
て
相
調
候
条 、
可ν
被レ
成ニ
其
御
心
得一
候 、
難レ

然
重
而
御
理
被レ
仰
幾
重
も
於二
申
分一
者、
我
等
柳
不レ
可レ
存二
疎
略-
候 、

猶
以レ
面
可ニ
申
談一
候
問 、
不レ
能レ
詳
候 、
恐
々
謹
言 、

〔天文十九年}
十
二
月
九
日

重
長
(
花
押)

1

f書〉

窪
六
郎
左
衛
門
尉

重
長

(結構〉

岡
本
備
前
守
殿御

宿
所

一
部
解
釈
し
に
く
い
筒
所
も
あ
る
が 、
大
意
と
し
て
は
「
陣
取免
除
に
つ
い

て
は一
存
が
東寺
に
対
し
て
存
分
(
恨
み)
が
あっ
た
た
め
に
難
航
し 、
突っ

ぱ
ね
ら
れ
る
お
そ
れ
も
あっ
た
が 、
今
回
の
礼
物
(
三
千
疋)
に
よ
っ
て
ひ
と

ま
ず
は
受
理
さ
れ
た」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か 。
「
存
分」
と
い
う
文

言
や
文
脈
か
ら
察
す
る
に 、
ど
う
や
ら一
存
と
東
寺
は
こ
れ
以
前
か
ら
浅
か
ら

ぬ
関
係
で
あっ
た
よ
う
で
あ
る 。
「
存
分」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
判

然
と
し
な
い
が 、
三
千
疋
の
追
加
要
求
に
団
地
を
治
却
し
て
で
も
応
え
ぎ
る
を

え
な
い
ほ
ど
の 、
一
存
優
位
の
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お

Lー



き
た
い 。

以
上
が
十
河
方
に
よ
る
陣
取免
除
の
過
程
で
あ
る 。
礼
銭
の
追
加
要
求
か
ら 、

十
何
方
が
多
額
の
収
入
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が 、
そ
の
裏
に
は 、

先
述
し
た一
存
の
経
済
基
盤
の
脆
弱
さ
が
関
係
し
て
い
よ
う 。
一
存
は

軍事カ

を
背
景
に 、
安
全
保
障
の
代
償
と
し
て
札
鏡
を
引
き
出
し
た
の
で
あっ
た 。

た
だ 、
こ
こ
で
ひ
と
つ
不
可
解
な
点
が
あ
る 。
そ
れ
は
追
加
の
礼
銭コ一
千
疋

を
女
御
田
代
官
の
祐
清
に
要
求
し
た
張
本
人
で
あ
る
福
家
長
顕
が 、
礼
銭
授
受

の
手
続
き
に一
切
現
れ
な
い
こ
と
で
あ
る 。
こ
れ
は 、
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば

一
存
の
被
官・
寄
子
編
成
に
起
因
し
て
い
る 。
そ
こ
で
こ
の
疑
問
点へ
の
回
答

と
併
せ
て 、
「一
存
被
官」
の
構
成
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
再
検
討
す
る 。

3 

十
河
方
の
人
員
編
成

一
存
の
被
官
に
詳
し
く
言
及
し
て
い
る 、
天
野
氏
の
成
果
に
つ
い
て

ま
と
め
て
お
く 。
天
野
氏
は 、
十
河
氏
被
官
の
代
表
的
な
者
と
し
て 、
先
述
し

た
下
代
の
矢
野
山
城
守 、
一ニ
谷
喜
介 、
岡
重
長、
窪
存
重
の
四
人
や 、
下
代
と

一
部
重
複
す
る
が 、
家
中
と
し
て
窪
重
長、
大
谷
亀
介 、
岡
重
長、
窪
存
重
ら

が
い
た
と
し
て
い
る 。
さ
ら
に
取
次
と
し
て
松
田
守
興
が
確
認
で
き 、
他
の
被

官
に
十
河
了一二 、
十
河
亀
介、
十
荷
重
久 、
十
荷
重
吉 、
東
条
新
兵
衛 、
福
家

長
顕 、
中
西
長
秀 、
窪
佐
渡
守 、
飯
沼
氏
な
ど
が
い
た
と
い
河 。

天
野
氏
は 、
三
谷
氏
と
岡
氏
を
そ
れ
ぞ
れ
讃
岐
国
三
谷
城・
岡
城
の
城
主
と

推
定
し 、
一
存
は一
族
や
本
拠
の
十
河
城
周
辺
の
在
地
領
主
を
編
成
し
た
と
し

た 。
そ
の
中
で
松
田
守
奥
は
特
異
で 、
彼
は
畿
内
で
氏
綱
被
官
と
し
て
活
動
し

ま
ず 、

十
河一
存の
畿
内
活動と一一一
好
権力

て
い
た
と
こ
ろ
を一
存
に
登
用
さ
れ 、
取
次
と
なっ
た
の
だ
と
し
て
い
る 。
し

か
し
な
が
ら 、
天
野
氏
は
三
谷・
岡
両
氏
の
例
を
他
に
敷
桁
す
る
も
の
の 、
厳

密
に
は
人
物
像
が
判
然
と
し
な
い
人
物
が
多い 。
無
論
史

料
の
残
存
状
況
か
ら

い
っ
て
完
全
な
解
明
は
不
可
能
に
近
い
が 、
守
奥
の
よ
う
な
畿
内
登
用
者
の
例

を
挙
げ
る
以
上 、
で
き
る
限
り
厳
密
に
検
討
すべ
き
で
あ
ろ
う 。

そ
の
手
が
か
り
と
し
て 、
馬
部
氏
が
細
川
氏
研
究
の
見
地
か
ら
有
用
な
指
摘

を
し
て
い
る 。
す
な
わ
ち 、
松
田
守
輿
は
氏
綱
被
官
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し

た
ま
ま 、
一
存
の
寄
子
と
なっ
て
い
た
と
す
る 。
か
つ
馬
部
氏
は 、
現
在
の
戦

国
期
畿
内
研
究
に
は
戦
国
大
名
研
究
に
あ
る
よ
う
な
寄
親・
寄
子
の
観
点
が
欠

け
て
お
り 、
実
際
に
は
京
兆
家
か
ら
の
寄
子
で
あ
る
の
に
被
官
と
み
な
き
れ
て

い
る
人
物
が
多い
と
し
て
い
旬 。
現
状 、
先
行
す
る
戦
国
期
畿
内
権
力
研
究
に

も
寄
親・
寄
子
の
見
地
は
わ
ず
か
な
が
ら
反
映
さ
れ
て
い
る向 、
さ
ら
に
注
目

すべ
き
有
効
な
論
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う 。
よ
っ
て 、
ま
ず
は
従
来
十
河
氏
被

官
と
さ
れ
て
き
た
人
物
の
洗
い
直
し
が
必
要
で
あ
る 。
以
下 、
煩
噴
に
は
な
る

が
十
河
方
の
主
だ
っ
た
人
物
を 、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
く 。

[
松
田
守
輿・
福
家
長
顕]

ま
ず 、
松
田
守
輿
は
先
述
の
通
り一

存
の
直
属
被
官
で
は
な
い 。
馬
部
氏
も

挙
げ
て
い
る
が 、
守
興
が一
存
の
取
次
で
あ
る
と
天
野
氏
が
結
論
づ
け
た
史

料

〔昔
g

@

に
は
「
猶
松
左
可レ
被レ
申
候」
と
あ
り 、
尊
敬
表
現
が
み
ら
れ
る
の
で 、
被
官

で
は
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る 。
さ
ら
に
補
足
す
る
な
ら 、
守
輿
は
東
寺
と
の

や
り
取
り
に
お
い
て一
存
の
居
場
所と
物
理
的
に
離
れ
て
い
た
事
例
も
確
認
で

七



き旬 。
そ
の
事
例
で
は一
存へ
の
梅
代
を
受
け
取っ
て一
存
に
転
送
し
て
い
る

こ
と
か
ら 、
一
存へ
の
窓
口
で
あっ
た
こ
と
は
確
か
だ
が 、
一
存
に
近
侍
す
る

よ
う
な
存
在
で
は
な
かっ
た
可
能
性
も
あ
る 。

次
に 、
先
に
も
登
場
し
た
福
家
長
顕
で
あ
る 。
【
史

料
六】
に一
存
被
官
の

岡
重
長
と
連
署
し
て
い
る
こ
と
か
ら 、
一
存
被
官
と
す
る
の
は
至
極
自
然
な
考

え
で
は
あ
る 。
だ
が 、
次
の
史

料
に
は
長
顕
の
立
場
が
如
実に
現
れ
て
い
る 。

@

 

【
史

料
九】

真
乗
院
末
寺
深
草
之
内
栄
松
寺
分
事 、
従ニ

毎回
都府一
堅
可レ
被ニ
仰
出­

候 、
壁
面
下
知
候
旨一 、
年
貢
諸
成
物等 、
対二
栄
松
寺一
可レ
致=
其
沙
汰­

候 、
此
旨
十
河日時静力士
申
聞
候 、
恐
々
謹
言 、

福
家
加
賀
守長

顕
(
花
押)

八
月
六
日斡戴事

名
主
百
姓
中

長
顕
は 、
「
御
屋
形
様」
や
「
御
下
知」
な
ど
と
あ
る
通
り 、

一
存
で
は
な

く
氏
綱
を
自
身
の
上
位
者
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。
さ
ら
に 、
「
此

旨
十
河島砕がた
申
聞」
と
い
う
文
言
は一
存
と
の
談
合・
連
携
を
匂
わ
せ 、

明
確
な
上
下
関
係
が
あっ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
推
測
が
立
つ 。

【
史

料一
段

御
状
委
細
披
見
申
候 、
何L1m
構
事
承
候 、
言
語
道
断
儀
候 、
被レ
付-一
御

下
知一 、
堅
可レ
被ニ
仰
付一
候 、
以-
主
上一
於一一
違
背二
急
度
可レ
被ニ
仰
付­

之
由
候 、
不レ
可レ
有一-
別
儀-
候 、
恐々
謹
言 、

1\ 

八
月
十一
日

真
乗
院

松
田
左
衛
門
尉守

輿
(
花
押)

御
報

【
史

料一
ヨ

南
禅
寺
真
乗
院
末
寺
栄
松
寺
事 、
任-一
御
書
御
下
知
之
旨一、
年
貢
諸
公

事
物
等
可レ
致-一
其
沙
汰一
候 、
於一一
難
渋一
者
可レ
為-一
曲
事一
候 、
謹
言 、

十
河
民
部
大
夫一

存
(
花
押)

当
所
百
姓
中

右
は
【
史

料
九】
と
関
連
す
る
史

料
と
考
え
ら
れ 、
栄
松
寺
で
の
事
案
は
今

村
慶
満
に
よ
る
「
構」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。
年
次
は
不
詳
で
あ
る
が 、
【
史

料一
一】
に
据
え
ら
れ
て
い
る一
存
の
花
押
の
形
状
は
永
禄
二
年(一
五五
九)

@

 

以
降
確
認
さ
れ
な
く
な
る
た
め 、
遅
く
と
も
そ
れ
以
前
で
あ
る 。
換
言
す
れ
ば 、

一
存
が
和
泉
支
配
を
本
格
化
さ
せ
る
永
禄
年
間
で
は
な
い
可
能
性
が
高い 。

長
顕・
守
輿・
一
存
の
書
状
を
比
較
す
る
と 、
【
史

料一
O】
の
み
真
乗
院

宛
と
なっ
て
い
る 。
す
な
わ
ち 、
氏
綱
被
官
で
あ
る
慶
満
が
真
乗
院
末
寺
の
栄

訟
寺
に
対
し
て
違
乱
を
働
き 、
真
乗
院
が
守
輿
を
窓
口
と
し
て一
存
方
に
抗
議

を
寄
せ 、
長
顕・
一
存
が
対
処
に
あ
たっ
た
と
い
う
構
図
が
浮
か
び
上
が
る 。

こ
の
案
件
は一
存
の
被
官
ら
に
よ
る
活
動
に
み
え
て 、
そ
の
主
体
は
氏
綱
権
力

@

 

で
あっ
た 。



そ
し
て 、一二
者
の
中
で
も
主
導
権
を
握っ
て
い
た
の
は一
存
で
あっ
た
と
考

え
ら
れ
る 。
な
ぜ
な
ら 、
長
顕・
守
奥
の
【
史

料
九】・
【
史

料一
O】
を
厳
密

に
解
釈
す
る
と 、
こ
の
時
点
で
は
正
式
な
決
定
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
た
め

で
あ
る 。
両
者
の
書
状
に
あ
る
の
は 、
氏
綱
が
「
堅
可レ
被=
仰
出一
候」 、
「
堅

可レ
被=
仰
付一
候」
で
あ
り 、
実
際
に
は
ま
だ
氏
綱
は
命
じ
て
い
な
い 。
一
方 、

二
ヶ
月
後
に
出
さ
れ
た一
存
の
【
史

料一
一】
に
そ
の
よ
う
な
文
言
は
な
く 、

「
御
書
御
下
知」
が
す
で
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る 。
長
顕・
守

奥
の
両
書
状
は 、
い
わ
ば
真
乗
院
側
の
抗
議
を、つ
け
て
氏
網
の
命
に
先
行
す
る

形
で
発
給
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ 、
そ
の
後
二
ヶ
月の
聞
に
氏
綱
の「
御
下
知」

が
下
り 、

一
存
が
正
式
に
発
給
し
た
の
で
あっ
た 。
よ
っ
て 、
こ
の
三
者
は
氏

綱
被
官
と
し
て
同
格
で 、
か
つ一
存
に
守
興・
長
顕
が
寄
子
と
し
て
従っ
て
い

た
と
理
解
で
き
る 。

以
上
よ
り 、
先
に
挙
げ
た
福
家
長
顕
に
関
す
る
疑
問へ
の
回
答
が
得
ら
れ
よ

う 。
す
な
わ
ち 、
長
顕
が
札
銭コ一
千
疋
を
東
寺
に
追
加
要
求
し
て
お
き
な
が
ら

そ
の
授
受
に
携
わ
ら
な
かっ
た
の
は 、
一
存
に
直
属
す
る
被
官
で
は
な
く
寄
子

で
あっ
た
た
め
に 、
現
場
で
の
や
り
と
り
で
は
関
与
が
み
ら
れ
な
かっ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る 。
一
存
方
の
有
力
者
で
あ
る
長
顕
は
【
史

料
六
一
【
史

料
九】

の
よ
う
な
文
書
発
給
や 、
札
銭
な
ど
発
給
に
か
か
る
交
渉・
手
続
き
の
場
に
は

必
要
と
さ
れ
た 。
一
方
で 、
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
細々
と
し
た
や
り
取
り
や
調

整
な
ど
に
お
い
て
は 、
十
河
氏
の
直
接
的
関
係
者
で
は
な
い
た
め
携
わ
ら
ず 、

一
存
の
被
官
が
行っ
て
い
た
の
で
あ
る 。

だ
と
す
れ
ば 、
【
史

料
六】
の
位
置づ
け
に
も
修
正
が
必
要
で
あ
ろ
う 。
従

十
河一
存の
畿
内
活動と一一一
好
権力

来
の
理
解
に
従
え
ば
単
純
な一
存
被
官
の
連
署
状
と
な
る
が 、
長
顕
が
寄
子
と

判
明
し
た
た
め 、
こ
れ
は一
存
被
官
と
氏
網
被
官
と
の
連
署
状
と
い
う
特
殊
な

性
格
を
帯
び
た
史

料
と
い
う
こ
と
に
な
る 。
実
務
を
担
う一
存
被
官
と 、
一
定

の
家
格
や
客
観
的
立
場
を
持つ
寄
子
が
連
署
す
る
こ
と
で 、
信
用
性
を
担
保
す

る
目
的
が
あっ
た
の
で
あ
ろ
う 。
こ
こ
に 、
十
河
氏
内
部
の
重
層
的
構
造
を
み

る
こ
と
が
で
き
る 。

[
窪
氏・
岡
氏]

守
輿
は
あ
く
ま
で
氏
綱
権
力
に
お
け
る一
存へ
の
窓
口
で
あ
り 、
し
か
も
必

ず
し
も一

存
に
近
侍
し
て
い
な
かっ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た 。
そ
れ
で
は 、
一

存
の
私
的
な
被
官
や
取
次
は
誰
で
あっ
た
ろ
う
か 。

一
存
被
官
と
し
て
天
野
氏
も
名
を
挙
げ
る
窪
重
長
は 、
一
存
の
大
徳
寺
宛
書

(
量
長
)

@

状
に
「
猶
委
曲
窪
六
郎
右
衛
門
尉
可ニ
申
入-
候」
と
あ
り 、
こ
の
詳
細
を
知
る

被
官
で
あ
る
と
わ
か
る 。
さ
ら
に 、
次
に
掲
げ
る
本
願
寺
の
記
録『
天
文
日
記」

か
ら
は 、
窪
重
長
ら一
存
被
官
の
活
動
が
う
か
が
え
る 。

【
史

料一一d

一、
十
河応部対史
家
中
之
者
共
事一
申
事-
者、
以-一
札
明
之
上一
可ニ
申

付- 、
若
携三
路
次
之
儀一
令一一
停
止一
問 、
違
背
輩
者
承レ
之
加一一
成
敗一

之
曲 、
折
紙
出レ
之
問 、
為ニ
其
礼一
馬一
匹
鹿
毛 、
太
刀 、
三
種玉村
遺レ

之、
使
芝
田 、

lllい」F」FLIlll111Ill111111111Ill111IllIll1111

一、
窪
六
郎
衛
門へ、
弐
千
疋
遣レ
之、
太
万
添レ
之

謹聞謹也 、、

一、
大
谷
亀
介
へ、
太
万 、
千
疋
遺レ
之

欝}「 、

九



後 一 一 一
略 、
) 窪 岡 筆

二又 七( 者
二兵布 郎草ニ
さ衛門兵呈二

へ 衛) 百
へ 疋五 、 遣

百 五 +
疋 百 宍
遺 疋
込書、 之

右
は
十
河
家
中
の
典
拠
と
し
て
天
野
氏
も
挙
げ
た
史

料
で
あ
る 。「

筆
者」
を

除
く
四
人
は一
存
の
「
折
紙」
発
給
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ 、
十
河
氏

の
施
策
方
針
を
決
定
し
う
る
重
要
人
物
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が 、
特
に

傍
線
部
の
窪
重
長
の
存
在
感
は
抜
き
ん
出
て
い
る 。
本
願
寺
と一
存
と
の
や
り

@
 

取
り
は
ほ
ぼ
必
ず
窪
重
長
が
取
り
次い
で
い
た
よ
う
で 、
彼
が一
存
の
取
次
と

み
て
間
違
い
あ
る
ま
明
一
方 、
先
述
し
た
守
興・
長
顕
ら
は
や
は
り
登
場
し

な
い 。
こ
こ
か
ら
も 、
十
河
方
の
中
で
被
官
と
寄
子
の
棲
み
分
け
は
厳
然
と
し

で
あっ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る 。

次
に 、
窪
重
長
の
同
族
と
思
し
き
窪
存
重
と、
岡
重
長
に
つ
い
て
は 、
天
野

氏
の
成
果
や
こ
こ
ま
で
の
検
討
に
お
い
て
触
れ
た
素
性
や
活
動
か
ら 、
一
存
の

被
官
と
考
え
て
問
題
な
か
ろ
う 。
彼
ら
の
活
動
に
特
徴
的
な
の
は 、
発
給
文
書

が
基
本
的
に
連
署
形
式
を
と
る
こ
と
で
あ
る 。
先
に
述
べ
た
【
史

料
六】
の
他

@

 

に 、
窪
存
重・
岡
重
長
の
連
署
状
が
存
在
す
る 。
氏
網
被
官
に
比べ
て
格
の
落

ち
る一
存
被
官
が
文
書
を
発
給
す
る
に
あ
た
っ
て
は 、
連
署
形
式
を
と
ら
ざ
る

@

 

を
え
な
かっ
た
と
み
ら
れ
る 。

[
矢
野
山
城
守]

矢
野
山
城
守
は 、
一
存
が
竹
田
三
ク
庄
諸
入
組
に
派遣
し
た
四
人
の「
下
代」

。

(【
史

料
四】)
の一
人
で
あ
る 。
彼
は
文
書
発
給
者
と
し
て
は一
切
確
認
で
き

ず 、
一
見
し
て
地
位
の
低い
人
物
で
あっ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る 。
だ
が 、

そ
の
活
動
は
十
河
氏
内
部
に
あっ
た
の
で
は
な
い 。
矢
野
山
城
守
の
活
動
を
他

の
史

料
に
お
い
て
検
索
す
る
と 、
天
文
二
O
年
(一
五
五一
)
五
月一
七
日
を

初
出
と
し
て
九
条
家
か
ら
本
願
寺
へ
の
使
者
を
務
め
て
い
る
の
が
確
認
で
き旬 。

さ
ら
に
約
四
年
遡っ
た
天
文一
六
年
三
月一
四
日
に
は 、
同一
人
物
な
い
し
同

族
で
あ
ろ
う
矢
野
中
務
丞
な
る
人
物
も
確
認
で
き 、
そ
の
他
数
件
彼ら
の
使
者

@

 

と
し
て
の
活
動
が
散
見
さ
れ
る 。
矢
野
氏
は 、
侍
身
分
の
九
条
家
家
僕
と
し
て

⑪

 

政
基・
尚
経
期
に
は
確
認
さ
れ
る 。
そ
こ
に
山
城
守・
中
務
丞
ら
は
確
認
で
き

な
い
が 、
同
族
と
考
え
て
良
か
ろ
う 。

天
文
年
聞
に
九
条
家・
三
好
氏・
本
願
寺
が
連
携
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
お旬 、
ま
た
九
条
家
と
十
河
氏
は 、
一
存
が
九
条
植
通
の
養

女
を
妻
に
迎
え
た
こ
と
で
婚
姻
関
係
に
あっ
た
こ
と
が 、
馬
部
氏
に
よ
っ
て
指

@
 

摘
さ
れ
て
い
る 。
馬
部
氏
に
よ
れ
ば 、
一
存
実
子コ一
好
義
継
の
生
年
か
ら
逆
算

し
て 、
婚
姻
は
遅
く
と
も
天
文一
人
年
ま
で
に
は
な
さ
れ
て
い
た 。
そ
し
て 、

一
存
と
の
婚
姻
関
係
を
て
こ
に
植
通
が
家
領
維
持
を
図
り 、
さ
ら
に
信
長
上
洛

前
の
畿
内
情
勢
や
三
好
氏
の
動
向
に
影
響
を
与え
た
こ
と
も
馬
部
氏
は
指
摘
す

る 。よ
っ
て 、
こ
れ
ら
を
併
せ
考
え
る
と 、
矢
野
氏
は一
存
の
寄
子
的
地
位
に
あ

っ
て 、
十
河
方
は=一
好
氏・
本
願
寺
を
も
含
め
た
連
携
を
繋
ぐ

紐
帯
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
た
と
想
定
で
き
る 。

以
上 、
すべ
て
の
「一
存
被
官」
を
扱
え
た
わ
け
で
は
な
い
が 、
一
存
方
の



主
な
構
成
員
に
つ
い
て
再
検
討
で
き
た
と
考
え
る 。
次
節
に
移
る
前
に 、
ご
く

簡
単
に
ま
と
め
て
お
く 。
十
河
氏
は 、
ま
ず
意
思
決
定
者
と
し
て一
存
が
お
り 、

@

 

次
点
に
寄
子
の
守
輿・
長
顕
ら
が
連
な
る 。
こ
こ
ま
で
が
氏
綱
権
力
の
構
成
員

で
も
あ
る
上
層
部
で
あ
り 、
そ
の
下
層
に一
存
の
政
治
活
動
を
直
接
支
え
る
実

働
部
隊
と
し
て 、
直
属
の
被
官
が
存
在
し
た 。
さ
ら
に 、
十
河
氏
と
九
条
家
に

両
属
す
る
矢
野
氏
も
含
め 、
十
河
方
は
き
わ
め
て
複
合
的
に
構
成
き
れ
て
い
た 。

そ
の
活
動
は 、
氏
綱
権
力
内
に
お
い
て
は一
存
と
寄
子
ら
が
連
携
し
て
行い 、

十
河
氏
内
部
で
は
被
官
が
担っ
た 。
だ
が 、
被
官
層
は
そ
の
地
位
の
低
さ
ゆ
え

に 、
文
書
を
発
給
す
る
必
要
が
あっ
た
場
合
は
基
本
的
に
家
格
の
高い
寄
子
が

連
署
す
る
か 、
複
数
の
被
官
に
よ
る
連
署
状
と
い
う
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た 。

4 

氏
綱
権
力
か
ら
の
脱
却
と
勢
力
伸
長

前
節
ま
で
に
述べ
た
氏
綱
被
官
と
し
て
の一
存
の
地
位
は
主
に
永
禄
年
間
よ

り
前
の
こ
と
で
あっ
た
が 、
和
泉
支
配
を
本
格
化
さ
せ
る
永
禄
年
聞
は
ど
う
で

あっ
た
ろ
う
か 。
氏
綱
は 、
天
文
年
間
末
頃
に
長
慶へ
権
限
を
委
譲
し
た
が 、

そ
の
後
も
儀
礼
上
の
役
割
や
摂
津
守
護
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
た
と
さ
れ旬 。

と
す
れ
ば 、
こ
の
権
限
委
譲
は一
存
の
地
位
に
も
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ

る 。
一
存
の
当
該
時
期
に
お
け
る
活
動
を
み
る
こ
と
で 、
そ
の
点
を
確
認
し
た

【
史

料
二胡】

就ニ
福
家
孫
右
衛
門麗
死
去一 、
彼
知
行
分
被レ
仰斗
付
拙
者-
候、
然
者、

十
河一
存の
畿
内
活動と一一一
好
権力

此
聞
孫
右
衛
門

尉自
然
最
前
御
折

紙
之
内 、
方
々
雛レ
難レ
去 、
沈輔
之
子

細 、
至一一
此
段一
者、
不レ
可レ
及一一
其
沙
汰一
之
問 、
年
貢
地
子
銭
以
下
得一一

其
意一 、
可ニ
相
拘
二
若
構一
拍
納一
者、
可レ
為一一
二
重
成一
候 、
謹
言 、

窪
参
河
守存

重
在
判

十一
月
十
三
日

西
九
条
縄
内

名
主
百
姓
中

右
は 、
東
寺
領
西
九
条
縄
内
に
向
け
て一
存
被
官
窪
存
重
の
出
し
た
書
状
で

あ
る 。
福
家
氏
の
知
行
分
が
存
重
に
与え
ら
れ
た
と
伝
え
年
貢
の
拘
え
置
き
を

命
じ
て
い
る 。
存
重
は
こ
の
翌
月
に
再
び
「
同
名

倫ゴ限
被ニ
仰
付一
候
-年
貢
諸

成
物
等 、
速
可レ
令=
其
沙
汰一
候」
と
命
じ
て
お
り 、
名
主
百
姓
が
年
貢
拘
置

を
渋っ
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る 。
た
だ
し 、
十
河
方
の
押
領
は
今
回
だ
け

で
は
な
かっ
た 。
@

 

【
史

料一
四】画祭癖掌

対
馬
守
盛
秀」

当
寺
領
域
州
西
九
条
縄
内
之
事 、
先
年一
帯
井信
?"一-
押
妨-
条 、

明
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三
好
筑
前
守一 、
依レ
被ν
成一一
御
下
知- 、
速
返斗
付
之- 、
無一一
相
違-
処 、

彼
被
官
人
窪
吉
次
郎
立
却
競
望
云
々 、
太
無レ
謂 、
早
退一
議
妨- 、
任一-
当

知
行
旨- 、
可レ
被レ
金一一
寺
納一
之
由 、
所レ
被ニ
仰
下-
也 、
価
執
達
如レ
件 、

(松岡盛き

永
禄
弐
年
十
月
十
九
日

対
馬
守(
花
押)

品川蝉帯
(
花
押)

東寺
雑
掌



「

先

年一
「群

井

信用
令
一

押

妨
-

」

と

は

、

お

そ

ら

く

伊

勢

貞

孝

の

知

行

目

録

@

 

に

あ

る

西

九

条

の

違

乱

と

対

応

し

た

も

の

で

あ

ろ

う
。

こ

の

目

録

が

記

さ

れ

た

の

は

天

文
一

一

O

年

(

一

五

五

二

前

後

の

こ

と

と

さ

れ

る

の

で

、

【

史

料

一

四
】

の

頃

ま

で

に

は

一

度

停

止

さ

れ

た

も

の

と

み

ら

れ

る

。

そ

の

後
、

一

存

被

官

の

窪

吉

次

郎

が

「

立

却

競

望

」
、

つ

ま

り

再

び

違

乱

に

及

ん

だ

の

が
、

ま

さ

し

く

【

史

料

二

ニ
】

で

あ

る

。

問

題

の

再

燃

に

応

じ

て

【

史

料

一

回
】

が

発

給

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

た

め
、

【

史

料

二

二
】

の

年

次

は

そ

の

前

年

の

永

禄

元

年

(

一

五

五

八
)

と

推

測

さ

れ

る

。

問

題

は
、

窪

氏

の

「

競

望

」

の

根

拠

と

な

っ

て

い

る

「

仰

付
」

が
、

誰

に

よ

る

も

の

で

あ

る

の

か

と

い

う

点

で

あ

る

。

窪

氏

の

上

位

者

と

し

て

考

え

ら

れ

る

の

は

、

一

存

・

長

慶

・

氏

綱

・

幕

府

の

い

ず

れ

か

で

あ

ろ

う
。

ま

ず
、

幕

府

は

【

史

料

一

四
】

で

窪

氏

の

競

望

を

認

め

て

い

な

い

た

め

、

無

論

あ

り

え

な

い

。

続

い

て

長

慶

も
、

【

史

料

一

回
】

傍

線

部

に

あ

る

通

り

西

九

条

違

乱

に

つ

い

て

は

幕府

と

同

様

の

立

場

で

あ

る

。

そ

の

上

、

こ

の

窪

氏

の

違

乱

を

一

存

に

聞

い

@

 

た

だ

し

て

い

る

こ

と

か

ら
、

当

て

は

ま

ら

な

い

。

次

に

一

存

で

あ

る

が
、

長

慶

の

問

い

合

わ

せ

に

対

す

る

一

存

の

返

答

が

以

下

の

史

料

で

あ

る

。

【

史

料

一

面
】

就

ニ

西

九

条

縄

内

東

寺

領

之

儀
一

、

預
一
一

御

折

紙
一

候
、

令一
一

拝

見
一

候
、

先

年

一

存

出

状

之

段

失

念

候
、

又

当

給

人

競

望

之

段

茂
、

曾

以

不
一

存

知
一

候
、

惣

別

当

寺

領

之

儀

事
、

新

違

乱

無
レ

之

候
、

被

レ

成
-

h仰

心

得
-

、

可

レ

被
-

耐

付
-

候
、

恐

憧

謹

言
、

一一一

十
民

A

永

櫨
一
-

年
V

十
月
十
八
日

{三好提置}
筑

州参

御

報

一

存

に

よ

る

と

、

「

当

給

人

」

(

吉

次

郎
)

の

違

乱

に

つ

い

て

は

関

知

し

て

い

な

い

と

い

う
。

表

向

き

幕

府

・

長

慶

側

と

同

じ

立

場

を

明

示

し

て

お

り
、

命

令

主

体

で

は

な

い

か

の

よ

う

で

あ

る

。

だ

が
、

傍線

部

を

み

る

と

「

先

年

文

書

を

発

給

し

た

こ

と

を

失

念

し

て

い

た

。

窪

吉

次

郎

の

競

望

も

全

く

関

知

し

て

い

な

い

」

な

ど

と

言

い

訳

が

ま

し

い
、

?

ぇ
、

こ

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

以

上
、

実

際

に

は

一

存

が

主

導

す

る

よ

う

な

動

き

を

み

せ

て

い

た

と

も

捉

え

ら

れ

よ

う
。

で

は

、

残

る

氏

綱

の

可

能

性

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か
。

こ

の

件

に

関

す

る

氏

綱

の

動

き

は

確

認

で

き

な

い

が

、

福

家

氏

は

先

述

し

た

通

り

元

来

氏

網

被

官

で

あ

る

。

そ

の

知

行

地

を

差

配

で

き

る

の

は

本

来

氏

綱

だ

け

で

あ

る

か

ら
、

そ

の

意

味

で

は

氏

綱

が

主

導

し

た

可

能

性

は

あ

る

。

だ

が
、

そ

う

で

あ

れ

ば

【

史

料

一

三

】

に

あ

る

よ

う

に
、

孫

右

衛

門

尉

の

「

御

折

紙
」

を

否

定

し

て

年

貢

拘

置

を

命

じ

る

必

要

は

な

く
、

そ

の

命令

に

当

地

が

渋

る

こ

と

も

考

え

が

た

い

。

よ

っ

て
、

氏

綱

主

導

の

可

能

性

も

除

い

て

良

か

ろ

一

存

(

花

押
)

h'

qノ
。

し

た

が

っ

て
、

窪

氏

に

「

仰

付
」

け

た

人

物

は

一

存

と

考

え

ら

れ
、

こ

の

時

に

一

存

は

氏

網

被

官

福

家

氏

の

知

行

地

を

押

領

し

よ

う

と

し

た

こ

と

が

判

明

す

る

。

永

禄

年

聞

の

一

存

は

氏

網

権

力

を

逸

脱

し
、

寄

子

で

あ

っ

た

福

家

氏

を

取

り

込

も

う

と

し

て

い

た

。



一

存

の

東

寺

領

西

九

条

へ

の

干

渉

は

他

に

も

あ

る

。

斎

藤

ト

数

(

基

速
)

の

害

状

に

は

「

十

河島都知党
内

宮

野

与

十

郎

」

に

よ

る

違

乱

が

記

き向
、

窪

氏

以

外

に

も

西

九

条

に

違

乱

を

働

く

一

存

被

官

が

存

在

し

た

こ

と

が

わ

か

る

。

基

速

は

先

述

の

通

り

も

と

も

と

足

利

義維

の

奉

行

人

で

、

長

慶

方

と

な

っ

た

人

物

で

あ

る

。

つ

ま

り
、

長

慶

権

力

内

部

の

人

聞

が

宮

野

与

十

郎

な

る

人

物

を

一

存

被

官

と

み

て

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

り
、

こ

の

認

識

は

き

わ

め

て

信

用

度

が

高

い

と

い
h

え

よ
、

っ
。

残

念

な

が

ら

こ

の

違

乱

以

外

に

与

十

郎

の

活

動

は

確

認

で

き

な

い

た

め
、

確

か

な

正

体

は

わ

か

ら

な

い

。

し

か

し
、

こ

の

時

期

の

東寺

領

に

お

い

て

宮

野

氏

と

い

え

ば
、

以

下

に

述

べ

る

宮

野

浄

忠

が

想

起

さ

れ

る

。

お

そ

ら

く

は

そ

の

一

族

で

あ

ろ

う
。

【

史

料

七
】

を

祐

清

と

と

も

に

発

給

し

て

も

い

る

宮

野

浄

忠

は

、

天

文

年

聞

か

ら

長

き

に

わ

た

っ

て

借

銭

の

問

題

で

東寺

寺

僧

と

相

論

を

展

開

し

た

公

文

所

海

忠

で

あ

り
、

弘

治

三

年

(

一

五

五

七
)

に

長

慶

に

よ

る

裁

許

が

下

る

と

逐

電

⑫

 

し
、

翌

永

禄

元

年

に

寺

僧

側

に

敗

れ

た

人

物

で

あ

る

。

宮

野

氏

の

そ

の

後

は

判

然

と

し

な

い

が
、

没

落

し

た

か
、

少

な

く

と

も

地

位

を

大

き

く

下

げ

た

は

ず

で

あ

る

。

逐

電

し

た

の

は

「

公

文

所

浄

忠

岡

子

下

野

井

与

同

人

等
」

で

あ

っ

た

と

い

う

か旬
、

与

同

人

の

中

に

与

十

郎

も

含

ま

れ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
。

こ

の

よ

う

な

相

論

の

流

れ

を

踏

ま

え

る

と

、

与

十

郎

が

一

存

被

官

と

し

て

編

成

さ

れ

違

乱

を

働

い

た

の

は

、

永

禄

元

年

の

浄

忠

敗

訴

以

降

と

推

測

さ

れ

る

。

与

十

郎

の

違

乱

は

、

一

存

の

後

ろ

盾

を

得

て

の

復

権

運

動

と

解

釈

で

き

る

だ

ろ

う
。

一

存

の

側

も

宮

野

氏

を

編

成

す

る

こ

と

で

、

東

寺

領

へ

進

出

し

て

い

く

足

十河一
存の畿内活動と一一一好権力

掛

か

り

を

得

ょ

う

と

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

し

た

が

っ

て
、

与

十

郎

の

違

乱

と

窪

氏

の

競

望

は

軌

を

一

に

す

る

よ

う

に

展

開

し

て

お

り
、

一

存

は

計

画

的

に

東

@

 

寺

領

へ

進

出

し

よ

う

と

し

て

い

た

と

考

え

る

の

が

至

当

で

あ

る

。

氏

綱

被

官

知

行

の

押

領

と

な

る

と
、

馬

部

氏

の

指

摘

す

る

氏

網

・

長

麗

の

協

調

関

係

か

ら

は

明

ら

か

に

逸

脱

す

る

。

ま

た

長

慶

の

裁

許

に

よ

っ

て

敗

訴

と

な

っ

た

宮

野

氏

を

被

官

化

す

る

こ

と

も
、

長

慶

に

と

っ

て

は

喜

ば

し

く

な

い

事

態

で

あ

っ

た

だ

ろ

う
。

天

野

説

に

代

表

さ

れ

る

従

来

の

理

解

に

従

え

ば
、

一

存

は

長

慶

の

支

配

下

に

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

が
、

明

確

に

長

慶

の

意

図

か

ら

外

れ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

こ

れ

に

よ

り
、

従

来

の

理

解

で

は

、

一

存

の

活

動

を

正

し

く

位

置

づ

け

ら

れ

な

い

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

一

存

は

ど

の

よ

う

な

意

図

に

基

づ

き

で

は

、

活

動

し

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

@

 

【

史

料

二

ハ
】

尚

々

委

申

度

候

へ

共
、

書

中

之

儀

候

問
、

委

細

之

段

盛

脅

仁

申

聞

候
、

何

と

候

て

も

愛

許

之

様

体

承

候

仁
、

十

河

手

ニ

可

レ

入

存

候

、

御

祈

梼

も

被

レ

成

候

て

可

レ

然

存

候
、

態

注

進

令

レ

申

候
、

何

此

方

日

損

以

之

外

仕

合

難

レ

調

存

候
、

就

レ

其

去

廿

ーート←尼Illl1Illi--Illi--1
1111Br』PMl出Ll

七

日

仁
、

従一
一

十

河

方
一

納

所

之

儀
、

相

被

レ

押

候
、

様

体

者

岸

和

田

周

防

守

ll
b槽陣ttit--illit--tttt

殿

へ

被

レ

申

事

仁
、

九

条

殿
、

法

隆

寺

分

知

行

可

レ

有

子

細

在

レ

之

問
、

其

御

意

得

可

レ

被

レ

成

曲
、

違

而

被

レ

申

候
、

子

細

有

而
、

於

レ

可

レ

被

レ

召

者
、

兎

も

角

も

不

レ

存

由
、

返

事

依

レ

被

レ

成
、

如

レ

此

候
、

一

度

武

家

之

手

に

渡

候

て

者
、

向

後

之

儀
、

不

レ

可

レ

然

存

候

問
、

下

司

・

拙

者

致
-

磁
場一
雄
一
一

一一一一一一



申

分

候
一

、

調

不

レ

申

候
、

寺

家

之

御

儀

を

得

可

レ

致

候

へ

共
、

日

数

相

延

(
政書草〕

候

ヘ

ハ

如

何

ニ

存

候

て
、

少

樟

銭

入

申

候

共
、

寺

田

殿

に

御

馳

走

被

レ

成

候

て

可

レ

給

之

曲
、

頼

申

候

処
、

其

筋

目

以

馳

走

候

て
、

可

レ

被

レ

見

出

候
、

従

ニ

寺

家
-

も

周

防

殿

井

寺

田

一蹴

へ

御

馳

走

可

レ

被一
一お腰
一

由
、

懇

之

御

状

被

レ

遣

候

而
、

可

レ

然

存

候
、

村冊減べが儒斗桜町議以縦総桜話回開

部、感必眼碩パ燃艇都市〉
不

慮

之

申

事

出

来

候

て

迷

惑

仕

候

、

委

細

者

盛

音

可

レ

申

候
、

恐

々

謹
一

言
、

印

清

(

花

押
)

九

月

廿

九

日

〈臭折封上-g〔師〉

「

年会
五

口

御

坊

乗

源

御

同

宿

中

印

清

」

傍

実

線

部

よ

り
、

十

河

方

が

法

隆

寺

領

を

差

し

押

さ

え

て

い

る

様

子

が

わ

か

る

。

こ

の

史

料

の

位

置

づ

け

に

つ

い

て

は
、

天

野

氏

の

言

及

が

あ

る

。

天

野

氏

は
、

傍

破

線

部

周

辺

を

「

十

河

一

存

は

岸

和

田

周

防

守

(

松

浦

周

防

守

盛
)

に
、

九

条

殿

が

法

隆

寺

分

(

珍

甫

荘
)

を

知

行

す

る

こ

と

に

な

り
、

そ

の

旨

を

法

隆

寺

に

伝

え

て

い

た

が
、

法

隆

寺

は

承

知

し

な

い

と

返

事

を

し

た

た

め
、

十

河

方

と

し

て

年

買

を

差

し

押

さ

え

た

と

伝

え

て

い

る

」

と

解

釈

し

て

い

旬
。

法

隆

寺

側

は

実

際

に

十

河

方

を

退

け

る

べ

く

交

渉

し
、

十

河

方

や

松

浦

方

へ

の

礼

銭

を

@

 

も

っ

て

差

し

押

さ

え

は

解

除

き

れ

た

の

で

、

大

意

と

し

て

は

こ

の

解

釈

も

可

能

で

あ

る

。

だ

が
、

よ

り

正

確

に

は

「

(

差

し

押

さ

え

の

様

子

に

つ

い

て

一

存

が
)

周

防

守

殿

に

伝

え

た

事

に

は

、

九

条

殿

(

積

通
)

が
、

自

分

は

法

隆

寺

分

を

知

行

す

べ

き

事

情

が

あ

る

の

で
、

了

承

す

る

よ

う

強

い

て

申

さ

れ

た

。

事

情

が

あ

っ

て

九

条

殿

に

召

し

上

げ

ら

れ

る

な

ら

ば

異

存

は

な

い

と

法

隆

寺

が

返

事

を

し

た

囚

た

め
、

こ

の

よ

う

に

十

河

方

に

差

し

押

さ

え

ら

れ

て

し

ま

っ

た

」

と

な

る

と

考

え

る

。

つ

ま

り
、

十

河

方

が

九

条

家

の

名

を

用

い

押

領

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

天

野

氏

は

こ

の

史

料

に

つ

い

て
、

一

存

が

「

九

条

家

領

の

収

納

を

請

け

負

っ

た

か
、

九

条

家

と

法

隆

寺

の

係

争

の

裁

定

者

の

地

位

に

あ

」

っ

た

と

評

価

し

て

⑮

 

い

る

。

す

な

わ

ち
、

一

存

の

差

し

押

さ

え

は

押

領

で

は

な

く

九

条

家

・

法

隆

寺

を

仲

裁

す

る

た

め

の

、

い

わ

ば

行

政

措

置

だ

と

す

る

。

確

か

に
、

傍

法

線

部

「

十

河

殿

へ

も

無-
-

承

引
-

迄

も

御

状

被

レ

遺

候

者
、

国

之

聞

可

レ

然

候

哉
」

と

い

う

記

載

は

、

一

存

が

和

泉

に

お

い

て

一

種

の

公

権

性

を

帯

ぴ

て

い

る

こ

と

を

匂

わ

せ

る

。

し

か

し
、

差

し

押

さ

え

に

つ

い

て

法

隆

寺

側

は

「

不

レ

可

レ

然

存

候

」

と

不

快

感

を

あ

ら

わ

に

し
、

一

存

の

も

と

で

九

条

家

と

対

決

す

る

の

で

は

な

く

十

河

方

へ

の

「

権

銭

」

に

よ

る

解

決

を

図

っ

て

い

る

。

し

た

が

っ

て
、

こ

の

一

存

の

差

し

押

さ

え

は

行

政

措

置

で

は

な

く

押

領

と

理

解

す

べ

き

で

あ

ろ

う
。

法

隆

寺

側

に

要

求

を

申

し

入

れ

た

の

は

積

通

で

あ

っ

た

か

ら
、

こ

の

こ

と

は

一

存

と

植

通

の

共

謀

で

あ

る

こ

と

も

う

か

が

え

る

。

植

通

も
、

家

領

維

持

の

た

め

に

一

存

と

結

ん

だ

以崎
、

一

存

と

一

体

と

な

っ

て

拡

張

欲

を

前

面

に

押

し

出

し

て

い

た

と

い

え

る

。

そ

う

考

え

る

と
、

十

河

・

松

浦

方

へ

の

礼

銭

も

単

に

押

領

停

止

と

の

引

き

換

え

で

あ

っ

た

。

一

存

の

西

九

条

押

領

も
、

こ

の

動

き

と

同

列

化

で

き

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

九

条

家

の

本

拠

と

で

も

い

う

べ

き

東

九

条

領

に

隣

接

す

る

西

九

条

を

手

に

入

れ

る

こ

と

は

、

租

通

の

意

図

に

も

沿

っ

た

も

の

で

あ

ろ

う
。

同

じ

く

紀

伊

郡

に

所

在

す

る

「

竹

田

三

ケ

庄

諸

入

組

」

へ

の

違

乱

も

同

様

で

あ

り
、

珍

甫

荘

も

九

条

家

領

と

し

て

有

名

な

日

根

荘

に

ほ

ど

近

い

。

一

存

の

九

条

家

領

周

辺

へ

の

押

領



行

為

は

、

一

存

に

し

て

み

れ

ば

珍

南

荘

の

よ

う

に

九

条

家

の

名

を

活

用

す

る

こ

と

が

で

き
、

植

通

も

家

領

の

安

定

化

の

た

め

に

黙

認

な

い

し

推

奨

す

べ

き

こ

と

で

あ

っ

た

だ

ろ

う
。

【

史

料

二

ハ
】

の

年

次

は

、

一

存

が

岸

和

田

に

在

城

し

て

和

泉

支

配

を

行

い

、

か

つ

植

通

が

和

泉

(

一

存

の

身

辺
)

に

い

る

時

期

で

あ

る

た

め

、

永

禄
一

瓦

年

か

@

 

ら

岡

三

年

ま

で

と

推

測

さ

れ

る

。

和

泉

支

配

期

の

一

存

は
、

そ

れ

ま

で

の

氏

綱

被

官

と

い

う

地

位

か

ら

の

脱

却

を

志

向

し
、

植

通

と

の

一

体

感

を

一

層

強

く

し

て

、

権

益

を

拡

張

し

て

い

っ

た

。

おわ
りに

一

存

の

畿

内

活

動

に

つ

い

て

検

討

し

て

き

た

。

こ

こ

で

は

、

煩

現

に

な

る

た

め

今

一

度

ま

と

め

る

こ

と

は

せ

ず
、

長

慶

権

力

の

あ

り

方

と

比

較

し

て

一

存

の

位

置

づ

け

を

明

確

に

し

て

お

き

た

い

。

第

一

節

で

み

た

通

り
、

天

文

年

聞

の

鹿

王

院

領

に

お

け

る

違

乱

は

長

慶

に

集

中

し

て

訴

え

ら

れ
、

同

じ

氏

綱

被

官

の

一

存

は

氏

綱

の

命

令

を

伝

達

し

た

の

み

で

あ

る

。

こ

れ

は

長

慶

へ

の

期

待

の

高

ま

り

と

捉

え

ら

れ
、

氏

網

権

力

か

ら

長

慶

権

力

へ

移

行

す

る

過

渡

期

の

様

相

と

理

解

で

き

る

。

一

方
、

一

存

も

【

史

料

一

一

】

に

明

ら

か

な

よ

う

に

、

別

件

に

お

い

て

は

訴

え

の

窓

口

と

し

て

活

動

し

て

い

た

。

お

そ

ら

く
、

訴

訟

窓

口

と

し

て

長

慶

や

一

存

ら

が

並

存

し
、

氏

網

権

力

内

部

に

お

い

て

管

轄

を

棲

み

分

け

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
。

天

文

年

間

で

は
、

氏

綱

権

力

の

も

と

一

存

と

長

慶

に

特

別

格

差

が

あ

る

わ

け

で

は

な

か

っ

た

。

以

上
、

十河一
存の畿内活動と一一一好権力

し

か

し
、

そ

の

姿

勢

に

わ

ず

か

な

追

い

は

み

ら

れ

る

。

長

慶

は

氏

網

権

力

か

ら

逸

脱

す

る

意

思

は

み

せ

な

い

も

の

の

、

領

主

の

要

求

に

応

じ

て

「

寺

奉

行

」
、

す

な

わ

ち

長

慶

主

導

の

裁

許

を

行

っ

た

。

一

方

一

存

は
、

あ

く

ま

で

氏

綱

の

「

御

舎

御

下

知

」

に

従

っ

て

対

処

し

て

い

る

。

こ

の

差

異

が

、

最

終

的

に

は

領

主

の

期

待

を

集

約

し

て

い

く

長

慶

と
、

一

存

と

の

決

定

的

な

違

い

と

な

っ

て

い

っ

た

。

事

実
、

氏

網

権

力

か

ら

コ
一

好

権

力

に

移

行

し

た

永

禄

年

間

に

は

、

一

存

の

長

慶

宛

書

状

【

史

料

一

五
】

で

書

止

を

「

恐

憧

謹

言

」

と

し

た

よ

う

に

、

両

者

に

は

書

札

上

の

隔

た

り

が

少

な

か

ら

ず

存

在

し

た

。

た

だ

し
、

氏

綱

権

力

か

ら

長

慶

権

力

へ

の

移

行

が
一

二

好

権

力

成

立

の

本

線

で

あ

る

こ

と

は

疑

い

な

い

が
、

そ

れ

は

一

存

と

い

う存

在

の

後

退

や

埋

没

を

意

味

し

な

い

。

一

存

に

よ

る

氏

綱

権

力

の

脱

却

も

ま

た
、

一

二

好

氏

一

族

の

ひ

と

つ

の

あ

り

方

で

あ

っ

た

。

一

存

が

重

視

し

た

の

は

九

条

家

と

の

連

携

で

あ

り
、

こ

の

連

携

は

三

好

氏

総

体

と

し

て

も

き

わ

め

て

重

要

な

も

の

で

あ

っ

た

。

長

慶

権

力

の

内

部

に

一

存

が

き

わ

だ

っ

た

地

位

を

認

め

ら

れ

ず
、

長

慶

の

意

図

か

ら

外

れ

た

位

置

に

あ

っ

た

の

は

、

む

し

ろ

一

存

が

一

組

を

画

し

た

存

在

と

し

て

三

好

権

力

と

関

わ

り

を

も

っ

て

い

た

証

左

と

考

え

ら

れ

る

。

匝①

今

谷

明

『

室

町

幕

府

解

体

過

程

の

研

究
』

(

岩

波

書

庫
、

一

九

八

五

年
)

、

同

「守護
領国支配機構
の
研
究」
(法政大
学出版局 、
一
九八六
年) 。

②
研究蓄積は
あま
りに

膨
大なため 、
すべ
て
を
挙げるこ
とは
か
なわ
な

い

が
、

小

泉

義

博

「

室

町

幕

府

奉

行

人

奉

書

の

充

所
」

(

『

日

本

史

研

窪

二

ハ

五



六 、
一
九七
六年) 、
山
田康
弘『戦
国期室
町幕府と将
軍』
(育川
弘
文館 、

二
OOO
年) 、
小谷利明『畿内戦
国期守護と
地
域
社
会』
(
清文堂
出
版 、

二
OO三
年)
などがある 。

③
古野
貢『中世
後期細
川氏の
権力構造』
(
吉川
弘文館 、
二
OO
人
年) 、

天野
忠幸『戦
国期三
好政権の
研
究」
(
清文堂出版 、
二
O一
O
年 、
増補

版二
O一
五
年) 、
浜口誠至『在京大名細川
京兆家の
政治史
的研
究」(恩

文
閤出版 、
二O一
四年) 、
馬部隆
弘『戦
困
期細川
権力の
研
究』
(古
川

弘文館 、一一
O一
人
年)
など 。

④
天野忠幸
コニ
好氏の
広域支配と和泉」
(註3前掲書 、
初出二
OO六

年) 。
⑤
註4天野氏前掲論文 、
一
九八
頁(
増補版 、
以下
同) 。

@
天野忠幸「一一一
好氏の
権力
基盤と阿波国人」(註3前掲書 、
初出二
O

O六年) 。

⑦
天野忠幸「大医湾の
港湾都市と一一一好政

権|法華宗を
媒介に
|」(

註

3前掲書 、
初出二
OO四年) 。

@
高橋
遼「三
好本宗家と阿
波三
好

家l洲
本・
尼崎会
談を
事例とし
て

|」(『日
本歴
OG
八一
四 、
二
O
二ハ年) 。

⑥
註4天野氏前掲論文 。

⑮
芥川
常信書状
案(「鹿玉院
文書の
研
Z
(恩
文関出版 、
二
OOO年)

文書篇五
九一
号 。
以下
『鹿王
院』
と
略記) 。

⑪
芥川清正
書状
案(「鹿王
院』
五九三
号) 。

⑫
仁木宏「鹿王
院
領の
構成と
展開
洛中」(『鹿王
院』
解題・
研究篇) 。

⑬
馬部隆
弘「内衆から
みた
細川氏綱と一一一
好長慶の
関係」(註3前掲書) 。

⑭
三
好長縁書状(『鹿玉
院』
六O一
号) 。

⑨
十河一
存書状
案(「鹿王
院』
六O二
号) 。

⑮
註国
属部氏前掲論文 。

⑪
一二
好
長慶害状
案(「鹿王
院』
六O三
号) 。
なお 、
文書名は
刊
本よ
り

改めた 。
以下 、
筆者の
判断によ
り文書名を
改めた
筒所がある 。

⑮
『天文日記』
天文一
五
年一一一
月六日
条 。

一一一占ハ

⑮
『天文日記』
天文一
六
年正月一一
六日条 。

@
某書状
案(『鹿王
院』
六O九号) 。

@
三
好
長慶書
状案(『鹿王
院』
六O七
号) 。

@
下川
雅弘「上
洛直
後にお
ける
細川氏綱の
政治的役
割」(『戦国史
研

究」
五一 、一一
OO六年) 、
註日馬部氏前掲論文 。

@
今谷明「細川・一二
好体制研究序

説|室町幕府の
解体過程l」(同『室

町
幕府解体過程の
研
究』
岩波書脂 、
一
九人五
年 、
初出一
九七三
年) 、

同
コニ
好・
松
永政権小考」(
同書 、
初
出一
九七五
年) 。

@
斎藤基速害状(
東寺百合
文書い
函一一一一
号) 。
なお 、
本論中に
用い

た
東寺百合
文書につ
い
ては以下
すべ
て
京都府立
京都学・
歴
彩館
東寺

百合
文書WEBによる 。

@
某書状
案(『鹿王
院』
六O
九
号) 。

@
この
理
解につい
ては 、
天
野氏の
規
定する
「三
好政
権」
が 、
晴元
権

力の
崩壊をひとつ
の
画
期と
して
成立してい
くと
したこ
と
も作用して

い
ると思われる 。
すなわ
ち 、
氏
網権力
の
存在を
看過して
細川
権力が

克服されたと理
解してい
るため
に 、
氏綱被
官として
の天文年聞の一

存の
地
位が正
確に
捉え
きれ
ず 、一一一
好氏内
部の
構造に
それを
求める
結

果と
なっ
た 。

@
十河一
存書状案(『鹿王
院』
六O五
号) 。

@
等偉害状(『鹿王
院』
六O六
号) 。

@
等偉書状(『鹿王
院』
六O八
号) 。

@
伏見金松名年貢算用状案(「鹿王
院」
五
九六
号) 。

@
細川
晴元害状(「戦国遺文三
好氏編」
(以下「三
好』)
参考七O「服

部玄三
氏所
蔵文書」) 。

@
「十河」
を
「と
かわ」
「ぞかわ」
と
読んで
別
字を
あて
るこ
と
が 、
ま

まあっ
たとい
う(高橋
敏子「「大日
本古文
書
家わ
け
第十
東寺文

書之
十七』
出
版
報告」(『東京大学史料
編
纂所
報』
五一 、
二
O
二ハ
年)) 。

@
細川晴元書状(「一一一
好』一一一
O
「大東急記
念文庫所蔵文書」) 。

@
「細川
両家記」
同日条 。



@
香川氏も晴元に
服し 、

〈註6天
野氏前掲論文) 。

@
岡重長・
福家長顕連署状(東寺百合
文書ト函二
O六) 。

@
福家長顕書状(東寺百合
文書つ
函七|一
四) 。

@
窪重長害状(
東寺百合
文書ア函三
四四) 。

@
大堀家久書状(東
寺百合
文書つ
函七
|一一一一) 。

@
岡本祐清・
宮
野浄忠連署状(
東寺百合
文書ひ
函一
六九) 。

@
岡本
祐清請取状
(
東寺百合
文書ニ
函二
O八) 。

@
窪重長害状(
東寺百合
文書ア函三五七) 。

@
註4天
野氏前掲論
文 、
同『三
好
長慶
|諸人之を
仰ぐこと
北
斗泰
山

|』
(ミ
ネル
ヴァ
書房 、
二
O一
四
年) 。
以下 、
十河氏
被
官につい
て
の

天
野氏の
成果は
すべ
てこれらによる 。

@
馬部隆弘
「木沢長政の政
治的立場と

軍事編成」(註3前掲書 、
初出

二
O一
七
年) 、
同「細川園慶の
上
洛戦と
京都支配」(註3
前
掲書 、
初

出ニ
O一
四
年) 、
同「摂津
守護
代薬師寺氏の
寄子編成」
(註3
前掲書 、

初出二
O一
七
年) 。

@中島
丈晴「十
五
世紀中葉にお
ける
伊勢氏権力構造と
被
官衆」(『国立

歴
史民俗博物館研究
報告』
一
五七 、
二
O一
O
年) 、
高木純一
「戦固期

畿
内村落にお
ける
被官化状
況と
領主
支配
|東寺領山
城図上
久世
荘を

中心に|」
(『ヒス
トリア』

二
五三 、
二
O一
五
年) 。

骨
十
河一
存害状(『三
好』
三五五
「興福寺文書」) 。

@
松田
守輿害状
(東寺百合
文書ニ
一幽三八五) 。

@
福家長顕害状(『三
好』
七
四八
「真乗院
文書」) 。

⑩
松田
守興害状
(『三
好』
七五
六
「真采院
文書」) 。

@
十河一
存害状
(『三
好』
七=一二
「真乗院
文書」) 。

@
ヲ一一好』
第三
巻巻末花押一
覧参照 。

@
長宙震が
長顕に
向
けて
「御競望」
を止
めるよ
うに要請してい
る例が

あることか
ら(ヨ一一
好」
一
O五
四「坂本
武雄氏所蔵文書L) 、
長顕は
長

慶
被官でもない
ことが
明らかで
ある 。

か
?氷禄
年間には
三
好氏と
対立して
もい
た

十河一
存の畿内活動と一一一好権力

@
十河一
存害状
(「一一一
好』
七三一O
「大徳寺
文書」) 。

@
『天
文日記』
天
文二
O
年二
月一
五日条 。

@
『天
文日記』
天
文一一一
年一
月一
三
日条 、
六
月一一七
日
条 。

@
なお 、
天野氏は
窪
室
長と
窪佐渡
守を
別人と
みてい
る 。
佐渡
守も本

願寺との
やりと
りに
登
場する人
物で
あるが 、
六
郎衛門重
長が
「天
文

日記』
の
記
事から
姿を
消すのと
入れ
替わるよ
う
に
佐渡
守が登
場し 、

かつ
重
長と本
願寺との
個人的な交流までも共通
してい
るため(『天
文

日記』
天
文三
O
年
二
月三五
日
条 、
同一一一
年一一一
月一
四日
条) 、
佐
渡

守の
初見で
ある天
文二一
年一
一
月二
八
日
条まで
に六
郎
衛門
重長が
名

乗りを
改めたものと
考えられる 。

@

東寺百合
文書ミ
函一一二一 。

@
このよ
うな形式は
細
川高園奉行人
奉書にも例がある(馬部隆弘「細

川高国の
近習と
内
衆の
再編」(註3前掲書 、
初出二
O一
五
年)) 。

@
『天
文日記』
天
文二
O
年五月一
七日
条 。

@
『天
文日記』
天
文一
六
年一一一
月一
四日条 、
同一
七
年四月六日条 、
同二

一
年三
月六 、
七
日
条 。

@
贋田
池田
治「中世
後期の
九
条家家
僕と
九
条家領
荘

園|丸
条政基・
尚

経期を
中心に
|」(『国

立歴
史民俗博物館研究報告』
一
O
四 、
ニ
0
0

三
年) 。

@
水野智之
「室町・
戦囲期の
本願寺と
公
家勢力L
(新行紀一
編
『戦国

期の
真宗と一
向一
塁 、
士口川弘文館 、
二
O一
O
年) 。

@
馬部隆
弘「信長上
洛前
夜の
畿
内
情

勢J九
条積通と一一一
好一
族の
関係

を
中心にl」(『日本歴
史」
七三
六 、一一
OO
九
年) 。

@
他に 、
中
西長秀につ
い
て
も 、
長顕と
同
様の
立ち
位置や
活動がみら

れ
る(
東寺
百合
文書ニ
函四o=一 、
て
画
二二
|一

五 、
て
函一
三
|一

六

など) 。
こ
のよ
うに 、
一
存の
寄子は
守輿・
長顕以
外にも
多数存在した

と
考えられ 、
ここで述べ
た以上の
規模が
想定される 。

@
註日馬部氏前掲論文 。

@
窪存重
害状
案(
東寺百合
文イ函二一一人) 。

七



1\ 

@
室町幕府奉行人連

署奉書
(東寺百合
文書り函一一
六) 。

@
伊勢貞孝
弁被
官等知行目録
(「一一一
好』
参
考三
六「捲川家文書」) 。

@
三
好長慶書下(『三
好』
五六九「
今治市・河野美術館所蔵文書」) 。

⑮
十河一
存書状(東寺百合
文書り函一
七四) 。

⑪
斎藤基速書状
(東寺百合
文」
て
函一一一一
l三) 。

@
高橋敏子「
東
寺寺僧と
公
文所との
相論にみる三
好政権」
(東寺
文書

研究会
編『東寺文書にみる
中世社会』
東
京堂出版 、
一
九九九
年) 。

⑮
三
好長慶書下(『三
好』
四
九六「東寺文書」) 。

@
そのよ
うに
考えると 、
時期
を
遡るものの
天
文一
九年の
陣
取免除に

かかる
女御回泊却につ
いて
も 、
一
存の
何らかの
意図が
働い
ていた
可

能性が
想定で
きる 。
宮
野氏が
何のたよ
りもな
く一

存
被官と
なっ
たと

は
考えがた
く 、
天
文年間段階で
すで
に一
存と
宮
野氏は
後の
被
官関係

に
繋がる
関係を
有してい
たと
すれば 、
軍事力を
背
景と
する
以
外に
も 、

困地を
治却
して
まで
三
千疋の
追
加要求に
応えるこ
とへ
のひとつ
の理

由に
なるのでは
なかろ
うか 。

⑮
法隆寺乗源印清害状
(『一一一
好』
参考七一
「
法隆
寺
文書L) 。

⑮
註4天野氏
前掲論文 、
一
九二
頁 。

@
法隆寺乗源印清害状
(『三
好』
参考七二
「
法隆寺文書L) 。

⑮
註4天野氏
前掲論文 、
一
九二
頁 。

⑮
註臼
馬部氏
前掲論文 。

@
註4天野氏
前掲論文 、
註臼
馬部氏
前掲論文 。


